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復興構想７原則 

 

 

 

原則１：失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ、私

たち生き残った者にとって復興の起点である。この観点か

ら、鎮魂の森やモニュメントを含め、大震災の記録を永遠

に残し、広く学術関係者により科学的に分析し、その教訓

を次世代に伝承し、国内外に発信する。 

 

原則２：被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニテ

ィ主体の復興を基本とする。国は、復興の全体方針と制度

設計によってそれを支える。 

 

原則３：被災した東北の再生のため、潜在力を活かし、技術革新を

伴う復旧・復興を目指す。この地に、来たるべき時代をリ

ードする経済社会の可能性を追求する。 

 

原則４：地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心のま

ち、自然エネルギー活用型地域の建設を進める。 

 

原則５：被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済

の再生なくして被災地域の真の復興はない。この認識に立

ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を目指す。 

 

原則６：原発事故の早期収束を求めつつ、原発被災地への支援と復

興にはより一層のきめ細やかな配慮をつくす。 

 

原則７：今を生きる私たち全てがこの大災害を自らのことと受け止

め、国民全体の連帯と分かち合いによって復興を推進する

ものとする。 
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Ⅰ．前文 

 

  破壊は前ぶれもなくやってきた。平成２３年（２０１１年）３月１１日午

後２時４６分のこと。大地はゆれ、海はうねり、人々は逃げまどった。地震

と津波との二段階にわたる波状攻撃の前に、この国の形状と景観は大きくゆ

がんだ。そして続けて第三の崩落がこの国を襲う。言うまでもない、原発事

故だ。一瞬の恐怖が去った後に、収束の機をもたぬ恐怖が訪れる。かつてな

い事態の発生だ。かくてこの国の「戦後」をずっと支えていた“何か”が、

音をたてて崩れ落ちた。 

 震源は三陸沖、牡鹿半島の東南東１３０ｋｍ付近、深さ２４ｋｍ、マグニ

チュード９．０。規模は国内観測史上 大、世界でも２０世紀初頭からの１

１０年で４番目の規模という。宮城県北部での震度７、東北・関東８県で震

度６以上の強い揺れ、東日本を中心に北海道から九州にかけて、日本列島全

体が揺れた。 

 太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生した海溝型地震で、大規模な

津波が発生。 高潮位９．３ｍ、津波の遡上高は国内観測史上 大の４０．

５ｍ。 

  人的被害は、死者行方不明者合わせて２万３千名をこえる。そして被災地

におけるストックへの直接的被害額は、約１６．９兆円（内閣府）にのぼる。

さらに原発事故、それに伴う風評被害は止まるところを知らない。 

  比較されるべき関東大震災、阪神・淡路大震災は建物倒壊と火災による被

害であったのに対し、今回は津波被害に原発事故といったまったく新たな災

害であることを示している。 

  都市型の災害であったからこそ、関東大震災がおこった時、あるジャーナ

リストは、こう書いた。「九月一日は赤い日であった。」「地震と火事を経て来

た人々の頭は、余りに深く赤い色の印象を受けて、他の色を忘れたのであろ

う。」 

  では今回の震災における被災者には、果たして何色が印象づけられたであ

ろうか。それはあるいは海岸からおし寄せた濁流うずまくどすぐろい色かも

しれぬ。いやそれは津波が引いた後のまちをおおいつくす瓦礫の色かもしれ

ぬ。パニックに陥ることなく黙々とコトに処する被災した人々の姿からは、

色味はどうであれ、深い悲しみの色がにじみ出ていた。その彼等のよき振舞

いを、国際社会は驚きと賛美の声をもって受けとめた。そして国際社会から

の積極的支援を促すこととなった。 

  そこへ、色も臭いもなく、それが故に捉えどころのない原発被害が生ずる。

国内外に広がる風評被害を含めて、今回の災害は、複合災害1の様相を呈する

のだ。したがって復興への道筋もまた単純ではなく、総合問題を解くに等し

い難解さを有する。 

 複合災害をテーマとする総合問題をどう解くのか。この「提言」は、まさ

                                                  
1  「複合災害」とは、ほぼ同時に、あるいは時間差をもって発生する複数の災害。この場

合、お互いが関連することで被害が拡大する傾向がある。たとえば、地震で地盤が緩んだ

ところに大雨が降り、大規模の土砂災害が発生する場合などが、複合災害である。 

WIC-6



2 
 

にこれに対する解法を示すことにある。実はどの切り口をとって見ても、被

災地への具体的処方箋の背景には、日本が「戦後」ずっと未解決のまま抱え

込んできた問題が透けて見える。その上、大自然の脅威と人類の驕りの前に、

現代文明の脆弱性が一挙に露呈してしまった事実に思いがいたる。われわれ

の文明の性格そのものが問われているのではないか。これ程大きな災害を目

の当りにして、何をどうしたらよいのか。われわれは息をひそめて立ちつく

すしかない。問題の広がりは余りに大きく、時に絶望的にさえなる。その時、

程度の差こそあれ、未曾有の震災体験を通じて改めて認識し直したことは何

か、われわれはこの身近な体験から解法にむかうしかないことに気づくこと

だ。 

  われわれは誰に支えられて生きてきたのかを自覚化することによって、今

度は誰を支えるべきかを、震災体験は問うている筈だ。その内なる声に耳を

すませてみよう。 

 おそらくそれは、自らを何かに「つなぐ」行為によって見えてくる。人と

人とをつなぐ、地域と地域をつなぐ、企業と企業をつなぐ、市町村と国や県

をつなぐ、地域のコミュニティの内外をつなぐ、東日本と西日本をつなぐ、

国と国をつなぐ。大なり小なり「つなぐ」ことで「支える」ことの実態が発

見され、そこに復興への光がさしてくる。 

 被災地の人たちは、「つなぐ」行為を重ねあうことによって、まずは人と自

然の「共生」をはかりながらも、「減災2」を進めていく。次いで自らの地域コ

ミュニティと地域産業の再生をはたす。「希望」はそこから生じ、やがて「希

望」を生き抜くことが復興の証しとなるのだ。 

 被災地外も同様である。たとえば、東京は、いかに東北に支えられてきた

かを自覚し、今そのつながりをもって東北を支え返さねばならぬ。西日本は

次の災害に備える意味からも、進んで東北を支える必要がでてくる。そして

つなぎあい、支えあうことの連鎖から、「希望」はさらに大きく人々の心のな

かに育まれていく。 

 そもそも、自衛隊をはじめとする全国から集まった人々の献身的な救助活

動は、まさにつなぎあい、支えあうことのみごとなまでの実践に他ならなか

った。そこで引き続き東北の復興を国民全体で支えることにより、日本再生

の「希望」は一段と身近なものへと膨らんでいく。そしてその「希望」を通

じて、人と人をつなぐ「共生」が育まれる。それは日本にとどまらず、全世

界規模の広がりを持つ。あの災時に、次から次へと、いかに世界中からの支

援の輪がつながっていったか。われわれはそれを感動を持って受け止めた。 

  かくて「共生」への思いが強まってこそ、無念の思いをもって亡くなった

人々の「共死」への理解が進むのだ。そしてさらに、一度に大量に失われた

「いのち」への追悼と鎮魂を通じて、今ある「いのち」をかけがえのないも

のとして慈しむこととなる。 

  そうしてこそ、破壊の後に、「希望」に満ちた復興への足どりを、確固とし

たものとして仕上げることができると信ずる。 

                                                  
2  「減災」とは、自然災害に対し、被害を完全に封じるのではなく、その 小化を主眼と

すること。そのため、ハード対策（防波堤・防潮堤の整備等）、ソフト対策（防災訓練、

防災教育等）を重層的に組み合わせることが求められる。 
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（平成23年6月16日現在）
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Ⅱ．本論 

第１章 新しい地域のかたち 

 

（１）序 

 

 被災地における地域づくりを推進するにあたっては、大自然災害を完全

に封ずることができると想定するのではなく、「減災」の考え方に立って、

「地域コミュニティ」と「人と人をつなぐ人材」に注目する必要がある。

災害の発生を明確に前提として、地域と国のあり方を考える発想は、 近

まで、この国では重視されてはいなかった。むしろ、そうした発想から目

をそむけ、「戦後」の平和を享受し安全神話に安住し続けてきたのが、実情

ではあるまいか。 
   新たな地域づくりは、災害ありうべしとの発想から出発せねばならぬ。

災害との遭遇に際しては、一人一人が主体的に「逃げる」という自助が基

本である。一人一人が「逃げる」ことが「生きる」ことを意味する。それ

を可能にするためには、「共助」「公助」へと広がる条件を整備せねばなら

ない。その方途が一つではなく、多様な手段の組み合わせであることを本

「提言」は論ずるであろう。また、地域の再生に必要な新たな制度的対応

についても提案するであろう。 
 留意すべきは、さまざまな施策を講ずるに際して、人と人とを切り離す

のではなく、人と人とを結びつける工夫である。「つなぐ」ということは各

種施設を作るハード面でも、コミュニティを作るソフト面においても、同

じように重要である。 
 すべてを喪失した地域の再生を考えるにあたって、まず必要なのは、被

災した人々の声を聴きつつ、その要望を実現できる所に「つなぐ」ことで

ある。多様な要望を正確に迅速に伝える機能は、要所要所にパイプをもち

的確にその声を届け、実現に導く人材によって担われる。彼らは、人と人

を、また人と組織を「つなぐ」ことを続け、やがてはコミュニケーション

のネットワークを形成し、地域のコミュニティを再生させる役割を果たす

人材に成長していく。 
   彼らが、ボランティアなどの形で被災地の外から立ち現われ、自らの活

動を通じて人と人を「つなぐ」と同時に、そうした活動を支える被災地の

人材を育成するようになることもあろう。そこには、ボランティアから雇

用へとむかう道筋も当然用意されよう。 
 そして、被災地の再生のためには、人と人を「つなぐ」専門知識や技能

を持つ人材が望まれる。医療・福祉・ケアなどの専門家、さらには科学技

術の知識を現場で活用できる専門家などを被災地外から呼び寄せ、いずれ

は地元の人材養成に役立たせていく。また、地域づくりに必要な知識と技

術を広範に手にするため、まちづくりプランナー、建築家、法律家、そし

て行政官などを導き入れる仕組みも作られねばなるまい。 
 地域のコミュニティは、被災した人々を孤立させるのではなく、縦に横
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に結びつけていく多様な人材の輩出によって支えられていくことになる。 
   被災地のなかで「つなぐ」やり方を確立した人々のなかからは、いずれ

さらに全国各地に赴き、「減災」の考え方を展開するとともに、「つなぐ」

モデルを各地の実情にあわせつつ利用価値を高めていく人材が輩出するで

あろう。 
 

（２） 地域づくり（まちづくり、むらづくり）の考え方 

 

① 「減災」という考え方 

 

今回の津波は、これまでの災害に対する考え方を大きく変えた。今回の

津波の浸水域は極めて広範囲であり、その勢いは信じ難いほどに巨大であ

った。それは、物理的に防御できない津波が存在することをわれわれに教

えた。この規模の津波を防波堤・防潮堤を中心とする 前線のみで防御す

ることは、もはやできないということが明らかとなった。 

今後の復興にあたっては、大自然災害を完全に封ずることができるとの

思想ではなく、災害時の被害を 小化する「減災」の考え方が重要である。

この考え方に立って、たとえ被災したとしても人命が失われないことを

重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるような観点から、災害に

備えなければならない。 

この「減災」の考え方に基づけば、これまでのように専ら水際での構造

物に頼る防御から、「逃げる」ことを基本とする防災教育の徹底やハザー

ドマップの整備など、ソフト面の対策を重視せねばならない。さらに、防

潮堤等に加え、交通インフラ等を活用した地域内部の第二の堤防機能を充

実させ、土地のかさ上げを行い、避難地・避難路・避難ビルを整備する。

加えて、災害リスクを考慮した土地利用・建築規制を一体的に行うなど、

ソフト・ハードの施策を総動員することが必要である。なお、地域づくり

にあたっては、これまで以上に、人と人の結びつきを大切にするコミュニ

ティの一体性を確保することについても、十分に考慮しなければならない。 

復興計画を策定するにあたり種々の選択肢を比較検討するに際しては、

地形の特性に応じた防災効果や、それにかかる費用、そして整備に必要な

期間等を考慮すべきである。その上で、防波堤3、防潮堤4、二線堤5、高台移

転等の「面」の整備、土地利用・建築構造規制等の適切な「組み合わせ」

を考えなければならない。 

確かに、「安全・安心な地域づくり」は時間がかかる。他方、被災者に

は「一日も早く元の生活に戻りたい」という切実な願いがある。この両者

の調和を図りながら地域づくりを進める必要があり、復興を先導する拠点

                                                  
3  「防波堤」とは、外洋の波浪から港湾や漁港を守り、また津波から陸域を守るため、海

中に設置される構造物をいう。 
4  「防潮堤」とは、台風などによる大波や津波等から陸域を守るため、陸上（海岸部）に

設置される構造物をいう。 
5  「二線堤」とは、防潮堤よりも陸側にある防御のための構造物をいう。例えば、道路や

鉄道線路を盛土構造にして堤防の役割を果たすものなどである。 
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的な市街地をいち早く安全な位置に整備するなど、地域を段階的に復興し

ていくという考え方に基づかなければならない。 

 

（図表１）津波防災地域・まちづくりに関連する施策のイメージ 

 

（図表２）防波堤・防潮堤、二線堤のイメージ 

 

②地域の将来像を見据えた復興プラン 

 

復興に際しては、地域のニーズを優先すべきである。同時に、長期的な

展望と洞察を伴ったものでなくてはならない。一方で高齢化や人口減少等、

わが国の経済社会の構造変化を見据え、他方で、この東北の地に、来るべ

き時代をリードする経済社会の可能性を追求するものでなければならない。 

そこで、高齢者や弱者にも配慮したコンパクトなまちづくり、くらしや

すさや景観、環境、公共交通、省エネルギー、防犯の各方面に配慮したま

ちづくりを行う。とりわけ景観については、地域住民の徹底的話し合いと

納得によって、統一感のある地域づくりが望まれる。 

また、再生可能エネルギーと生態系の恵みを生かす地域づくりや、次世

代技術等による産業振興、地域資源の活用と域内循環を進めることにより、

地域の自給力と価値を生み出す地域づくりを行うべきである。その際、地

域のニーズに応じたトップランナー方式での支援を検討する。 

これらを通して、新しい地域づくりのモデルとなるこの地の復興を目指

すことが望まれる。 

 

（３）地域類型と復興のための施策 

 

今回の被災地は、地形、産業、くらし等の状況が極めて多様である。そこ

で、今後の各地域での復興の検討に資する観点から、代表的な地域をモデル

として取り上げ、それぞれの復興施策のポイントを概観的に提示することと

したい。 

なお、いずれの場合においても、「逃げる」ことを前提とした地域づくり

が基本となるが、復興にあたっては、鉄道、幹線道路、公共公益施設、商業

施設の移設・復旧等と連携した総合的な取組が必要である。さらに、広域的

インフラについては、各地域の復興プランと十分に連携しながら、「多重化

による代替性」（リダンダンシー）の確保という視点に留意しつつ、整備・

再構築を図ることが重要である。 

あわせて、復興のための個々の事業については、その立案段階より、費用

対効果や効率性の観点を重視し、真に必要かつ有効な事業となるよう、十分

な配慮がなされるべきである。 

 

【類型１】 平地に都市機能が存在し、ほとんどが被災した地域 
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平地に都市機能が存在し、そのほとんどが被災した地域においては、住居

や都市の中枢機能を高台など安全な場所に移転することを目標とすべきで

ある。この際、コミュニティを一体的に維持することが重要である。しか

しながら、移転先確保の状況によっては、同一地区内の住民が異なる場所

に移転する可能性があることも留意すべきである。 

原則的には、高台移転を目標とすべきであるが、適地確保の問題、水産業

など産業活動の必要から、平地の活用も避けられない。その際は、大規模

津波発生時には被災の可能性があることから、できるだけ地域になくては

ならない産業機能などのみの立地とする土地利用・建築規制を一体的に実

施せねばならない。土地のかさ上げ、適切な避難計画に基づく避難路の整

備・機能向上、避難ビル等の整備についても積極的な検討が必要である。 

 

（図表３）平面図・断面図 

 

【類型２】 平地の市街地が被災し、高台の市街地は被災を免れた地域 

 

平地の市街地が被災し、高台の市街地は被災を免れた地域においては、

高台の市街地への集約・有効利用を第一に考えるものの、権利関係の調整

が難航するおそれがあるため、平地の市街地のすべてを移転させることは

困難である。そこで、平地の安全性を向上させた上での活用が必要となる。 

その場合、大規模津波発生時には被災の可能性があることから、平地に

おいてはできるだけ産業機能などのみの立地とする土地利用・建築規制を

実施せねばならない。またあわせて、土地のかさ上げ、避難路・避難ビル

等の避難対策を充実すべきである。 

 

（図表４）平面図・断面図 

 

【類型３】 斜面が海岸に迫り、平地の少ない市街地および集落 

 

斜面が海岸に迫り平地の少ない市街地や集落については、地域全体に甚

大な被害が発生する可能性がある。そこでは、海岸部後背地の宅地造成を

行うことなどにより住居などを高台に移転することを基本とする。平地に

おいては、産業機能のみを立地させ、住居の建築を制限する土地利用規制

を導入すべきである。また、産業関係者の避難のための施設を建設せねば

ならない。 

さらに、高齢化に伴い、集落維持が困難なケースについては、集落の再

編が課題となり得る。また、地形により防災対策を実施することが容易と

考えられる地域を重点的に再整備することも検討すべきである。 

 

（図表５）平面図・断面図 

WIC-12



8 
 

 

【類型４】 海岸平野部 

 

沿岸に広く平野部が展開し、津波による浸水を受け農業関連を中心に甚

大な被害が発生した地域においては、海岸部に巨大防潮堤を整備するので

はなく、新たに海岸部および内陸部での堤防整備と土地利用規制とを組み

合わせなければならない。 

その際、交通インフラなどを活用して二線堤機能を充実させ、住居など

は二線堤の内側の内陸部など安全な場所へ移転することを基本とする。仮

に、二線堤の海岸側に住居を設ける場合には、宅地の安全措置を講じなけ

ればならない。二線堤より海岸側においては、適切な避難計画に基づく避

難路の整備・機能向上、避難ビル等の整備について、当然、検討が必要で

ある。 

その上で、コミュニティ維持に配慮し、農地としての再生や既存集落の

安全性を一体的に確保するよう、配慮すべきである。 

 

（図表６）平面図・断面図 

 

【類型５】 内陸部や、液状化による被害が生じた地域  

 

内陸部の大規模盛土造成地が崩れた地区や、埋め立て地などの液状化に

より住宅・宅地に大規模な被害が発生した地区については、被災した住宅・

宅地に「再度災害防止対策」を推進するとともに、都市インフラの補強、

住宅の再建、宅地の復旧のための支援を行わなければならない。 

 

以上のすべての選択肢において、被災者生活再建支援法などの各種支援制

度はあるものの、地域住民の負担が過大にならないようにすること、地方公

共団体の地域づくりに要する負担が一時に集中しないようにすることの配慮

が必要である。また、被災地における集団移転などを見越して、投機的な土

地の先行取得等が行われることを防ぐため、土地取引の監視のために必要な

措置をすみやかに講ずることが必要である。 

 

（４）既存復興関係事業の改良・発展 

 

今後の津波対策は、これまでの防波堤・防潮堤等の「線」による防御から、

河川、道路、まちづくりも含めた「面」による「多重防御」への転換が必要

である。このため、既存の枠組みにとらわれない総合的な対策を進めなけれ

ばならない。例えば、道路や鉄道などの公共施設の盛土を防災施設である二

線堤として位置付けるべきである。学校や鉄道の整備にあたっても「減災」

の観点を組み入れるなど、これまでにない発想で地域の安全度を高めていか

なければならない。 
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さらに、防波堤・防潮堤の整備事業、防災集団移転促進事業、土地利用規

制などの既存の手法についても、一つ一つ今回の震災からの復興に適用でき

るかどうかの検証を行い、必要に応じて改良を施すことが求められる。 

防波堤・防潮堤については、比較的頻度の高い津波、台風時の高潮・高波

などから陸地を守る性能を持ったものとして再建する。今回の災害のような

大津波に際しては、水が乗り越えても倒壊はしない粘り強い構造物とするこ

とについての技術的再検討が不可欠である。 

現在、住宅だけを移転させる「防災集団移転促進事業」を地域の実情に即

して、多様な用途の立地が可能となるよう総合的に再検討し、より適切な地

域づくりが実現できる制度に発展させる必要がある。また、住宅の高台移転

や平地での再建・中高層化を図るため、宅地造成、低廉な家賃の住宅供給、

公共公益施設の整備等を総合的に支援せねばならない。当然のことながら、

住宅自立再建のための支援等も重要である。 

土地利用規制については、これまでの建築基準法第３９条6（災害危険区域

の指定）や同法第８４条7（被災市街地における建築制限）による制限に加え、

土地利用規制と各種事業とを組み合わせた「多重防御」を実現する必要があ

る。そのため、これらによる規制が地域・まちづくりと調和した内容となる

ように、規制内容の柔軟な見直しが円滑に行われるような新たな仕組みを考

えるべきである。 

なお、必要な公的事業として土地を買収する場合を除き、公的主体が被災

地の土地を買い上げることには、公的負担で利用価値の乏しくなった土地を

取得するという難点と、被災者が他の地域に移転した場合、地域の再生や復

興には直接つながらないという難点があることに留意したい。 

このように、復興関係事業を推進するためには、ハード・ソフトの施策を

総動員し、地域づくり全体で津波に対する安全を確保するための制度を検討

しなければならない。 

 

（図表７）粘り強い防潮堤のイメージ 

 

（図表８）防災集団移転促進事業 

 

                                                  
6  「建築基準法第３９条」では、津波、高潮、出水等による危険が著しい場所を地方公共

団体が条例で災害危険区域に指定し、その区域内における住居の建築禁止、構造や地盤面

の高さに関する制限などの建築制限を条例で規定することができる。 
7  「建築基準法第８４条」では次のように規定している。 

被災地における市街地の健全な復興の支障となるような建築を防止するため、災害が発

生した日から１ヶ月以内の期間においては、特定行政庁（建築確認に関する事務を行う「建

築主事」を置く地方公共団体の長）は区域を指定し、期間を限って、その区域内における

建築物の建築を制限・禁止することができる。なお、 長で２ヶ月まで延長可能であるが、

東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地を所轄する特定行政庁は、災害発生の日か

ら６ヶ月（延長の場合、 長で８ヶ月）以内の期間に限って、指定した区域の建築を制限・

禁止できる。 
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（５）土地利用をめぐる課題 

 

① 土地利用計画手続の一本化 

 

今回の復興にあたっては、様々な土地利用計画制度の調整が必要となる。

しかし、調整に時間を要すれば、地域の復興が遅れる懸念がある。 

そこで、復興事業を円滑かつ迅速に進めるためには、復興計画の実施に

必要な都市計画法、農業振興地域整備法、森林法等に係る手続きを市町村

中心に行われるよう一本化し、土地利用の再編等をすみやかに実現できる

ような仕組みが構築されねばならない。 

 

（図表９）土地利用規制の関連法について 

 

② 土地区画整理事業、土地改良事業等による土地利用の調整 

 

集落の高台への集団移転など大規模な土地利用の転換を伴う事業を実施

する場合、土地区画整理事業、土地改良事業をはじめとする従来の手法で

はあまり用いられてこなかった住宅地から農地への転換が必要となること

もある。これを円滑に進めるための仕組みの整備についてもあわせて検討

しなければならない。 

 

③ 被災地における土地の権利関係 

 

今回の被災地の多くは地籍調査がすでに実施済みである。とはいえ、今

回の大震災により状況が一変した土地に関する情報（所有者、境界等）を

整理し、開示することも必要である。 

また、浸水地域を含む被災地では、権利者の所在や境界等が不明な土地

が多数発生している。そこで、これらが復興に向けた地域づくりの支障に

ならないように、必要な措置を考慮せねばならない。 

 

（６）復興事業の担い手や合意形成プロセス 

 

① 市町村主体の復興 

 

復興の主体は、住民に も身近で地域の特性を理解している市町村が基

本となる。それぞれの市町村は、住民、ＮＰＯ、地元企業等とも連携して

復興計画を策定するとともに、自主的かつ総合的にきめ細やかな施策を推

進しなければならない。 

国は、ビジョン・理念、支援メニューを含む復興の全体方針を示し、復

興の主体である市町村の能力を 大限引き出せるよう努力すべきである。

その際、現場の意向を踏まえ、人材、ノウハウ、財政などの面から適切な

支援や必要な制度設計を行う。県は、市町村を包括する広域の地方公共団
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体として、広域的行政課題に対応する役割を担う。 

国や県は、被災により行政機能が低下したなかで、膨大な復興関係業務

を実施する必要がある市町村に対しては、的確に行政サービスが提供され

るよう、その要請に応じて専門的知識を有する人材や地域の復興に協力す

る人材の派遣などの人的支援を行う。 

被災地の復興は、市町村、県、国の相互協力関係の下、それぞれが分担

すべき役割・施策を明確にし、諸事業を調整しつつ計画的に行う。事業実

施のために関係者協議会組織の活用も検討する。 

今後の地域づくりのあり方については、市町村が、復興の選択肢をその

利害得失を含め、地域住民に示し、その上で、地域住民、関係者の意見を

幅広く聞きつつ、その方向性を決定しなければならない。 

 

② 住民間の合意形成とまちづくり会社等の活用 

 

地域住民のニーズを尊重するため、住民の意見をとりまとめ、行政に反

映するシステム作りが不可欠である。その際、住民・事業者・関係権利者

等が構成員となって地域づくりに取り組むための「まちづくり協議会」、「む

らづくり協議会」などを活用することも考えられる。 

なお、住民意見の集約にあたっては、女性、子ども、高齢者、障害者、

外国人等の意見についても、これを適切に反映させ、また将来世代にも十

分配慮しなければならない。 

復興事業に際しては、公的主体によるもののほか、民間の資金・ノウハ

ウを活用した官民連携（ＰＰＰ）や、ボランティア・ＮＰＯなどが主導す

る「新しい公共」による被災地の復興についても促進を図る。さらに、公

益性と企業性とをあわせ持ち、行政や民間企業だけでは効果的な実施が難

しい公共的な事業を担うまちづくり会社の活用を含めて、あらゆる有効な

手立てを総動員すべきである。また、農村部では、集落のコミュニティな

どを活用して、関係者の徹底的な話し合いを通じて、農地だけでなく宅地

利用を含めた土地利用調整を行うことも考えられる。 

なお、地域住民のニーズを汲み取りながら、適切な主体が、土地所有者

の総意を受け借地権を設定するなどの土地利用方式も、今後の地域の将来

ビジョンを実現していくためには有用である。 

 

③ 復興を支える人的支援、人材の確保 

市町村の住民は、復興事業に主体的に参画することが望まれる。このた

め、できるだけ住民自らが復興事業に携わることができるよう検討すべき

である。職業訓練などの充実により地域住民が専門的知識を必要とする業

務にも従事できるよう工夫が必要である。また、住民の合意形成を支援す

るコーディネーターやファシリテーターと呼ばれる「つなぎ」の役目を果

たす人材は、住民との円滑な人間関係の構築の面からも、地形や地理につ

いての知識の面からも、できれば住民内部から育成されることが望ましい。 

さらに、住民主体の地域づくりを支援するためには、まちづくりプラン

ナー、建築家、大学研究者、弁護士などの専門家（アドバイザー）の役割
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が重要である。国内外のこうした専門家の力を活用するためには、関係学

会からの支援も受け、ネットワーク組織を作ることが重要である。 

今回のような大きな災害を受けた場合、各市町村のみでは、迅速かつ効

果的な復興計画の策定や事業の推進が困難である。その場合、国、県、他

市町村、都市再生機構等からの専門的な職員の派遣等の技術支援により自

治体の復興プランの策定・事業の実施を適切に支援する必要がある。そこ

で、広域的・一体的な復興を進めるために、関係者の連携を密にしなけれ

ばならない。また、地域づくり計画全体を統括する「マスタープランナー」

の役割も重要である。 

被災市町村に居住しながら、被災者の見守りやケア、集落での地域おこ

し活動に幅広く従事できる復興支援員などの仕組みについて、積極的に支

援する。さまざまに「つなぐ」役割を果たす人材こそ、コミュニティの復

興においてなくてはならないからである。 

 

（７）復興支援の手法 

 

① 災害対応制度の創設 

 

今回の大震災に対応するための制度や事業を検討するにあたっては、将

来起こりうる災害からの復興にも役に立つよう、全国で活用可能な恒久措

置化を図るべきである。 

これまで、昭和３４年の伊勢湾台風を契機とする災害対策基本法、平成

７年の阪神・淡路大震災を契機とする被災市街地復興特別措置法、平成１

１年の広島豪雨災害を契機とする土砂災害防止法など、様々な災害に対応

するための法制度が創設されてきたが、わが国には津波災害に対応した一

般的な制度はいまだ存在しない。 

今回の大震災においては、津波により広範にわたって甚大な被害が発生

しており、津波により壊滅的な被害を受けた地方公共団体や、今後大規模

な津波の襲来が想定される地方公共団体において、津波災害に強い地域づ

くりを推進するにあたっての基本となる新たな一般的な制度を創設し、津

波災害に強い地域づくりの考え方を国が示す必要がある。 

 

② 今回の特例措置 

 

今回の大震災からの復興にあたっては、国は個別の事業の必要性と内容

に即した確実な支援を行うことが求められている。そこでは、必要な人材・

ノウハウの提供、財政措置、規制緩和、制度上の特例措置など、地域の多

様なニーズに対応できる広範なメニューを準備しなければならない。さら

に、被災地の復興状況に応じて、追加的な措置についても適切かつ迅速に

対応するべきである。 

とりわけ、土地利用計画手続きの一本化・迅速化にあたっては、「特区」

手法8を用いることが有効である。  

                                                  
8 ここでいう「『特区』手法」とは、被災地の地方公共団体からの提案を受けて、区域を限

って、規制の特例措置やその他の特別措置を適用する手法をいう。 
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第２章 くらしとしごとの再生 

 

（１） 序 

 

 地域の再生は、くらしとしごとの条件整備がなされて初めて可能になる。

くらしの視点からは、「地域包括ケア」や「学校の機能拡大」が重要である。 
 保健・医療、介護・福祉サービスを一体化して、被災した人々を「つな

ぐ」と同時に、それを雇用創出に結びつける。そして高度医療を担う人材

を被災地において育成し、新たなコミュニティづくりの一翼を担ってもら

う。この被災地における取組は、「地域包括ケアモデル」として、やがて全

国に広く展開される試みに連なっていく。 
 「減災」の考え方から言っても、「学校施設」の機能強化は大切である。

施設自体が災害時の避難場所や防災拠点となるのは無論のこと、学校を新

たな地域コミュニティの核となる施設として拡充していかねばならない。

教職員を始め、児童・生徒そして地域住民が、「減災・防災教育」を通じて、

あらためて地域の特性を知り、いざという時に「逃げる」までの道程を学

ばねばなるまい。こうした教育こそが、人と人とを「つなぐ」地域におけ

る絆を確固としたものに育て、果ては地域における文化の復興にまでつな

がっていく可能性を有する。そして、学校が地域コミュニティの核となる

こともまた、広く展開する潜在的可能性を秘めている。 
 次いで、しごとの視点からは、やはり様々な産業の再生にあたって、ま

ずは従来の制度や枠組の積極的活用を図らねばならない。復興に際して、

新たな取組によって、地域ごとに応用可能なモデルを提供していく。その

際注意すべきは、インフラの整備やエネルギーの多様化についても、必ず

や、いくつかの要素をうまく組み合わせることによってより大きな効果を

生み出すものであり、そのように工夫することにある。 
 実はここにも「つなぐ」発想が現れている。一つ一つの要素をそれだけ

にせず、機能的にまさに「つなぐ」ことが重要だからである。 
 

（２）地域における支えあい学びあう仕組み 

 

① 被災者救援体制からの出発 

 

今回の震災により、被災地の医療機関、社会福祉施設、保育所等が甚大

な被害を受けている。当面は、これらの施設の復旧を行うとともに、仮設

診療所や薬局、介護・障害等のサポート拠点などの新たな設置が必要とな

っている。また、地域住民が支えあい学びあうなかで、地域の将来を話し

あう拠点を設けることも有効である。 
被災地においては、避難所・仮設住宅等の生活者を中心に、心のケアや

健康管理、食事・栄養管理、衛生管理への支援が強く求められている。そ

の際、障害者など社会的弱者には一層の配慮が必要である。また、保健・
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医療、介護・福祉サービスのさらなる基盤整備とともに、関係者の連携し

た取組が必要である。あわせて、住民が避難した地域をはじめとする被災

地や避難先において、犯罪を防止する取組が行われるべきである。 
さらに、被災したすべての子どもへの良質な成育環境を担保せねばなら

ない。とりわけ、心のケア等の相談援助や教育環境の整備を長期的視点に

立って行う必要がある。また、両親が亡くなった子ども、あるいは、両親

が行方不明の子どもについては、里親制度の活用を含め、長期的な支援を

行なわねばならない。 
 

② 地域包括ケアを中心とする保健・医療、介護・福祉の体制整備 

 

被災市町村の復興にあたっては、従来の地域のコミュニティを核とした

支えあいを基盤としつつ、保健・医療、介護・福祉・生活支援サービスが

一体的に提供される地域包括ケアを中心に据えた体制整備を行う。その際、

地域の利便性や防災性を考慮し、住宅、保健・医療施設、福祉施設、介護・

福祉事業所、教育施設等の一体的整備や共同利用に配慮する。 
医療サービスについては、特に被災市町村が医師等の不足している地域

である点を考慮し、医療機能の集約や連携が行われるべきである。この時、

在宅医療を推進し、患者の医療ニーズに切れ目なく対応し、早期回復と患

者の負担軽減が図られるよう努めなければならない。また、周辺の健康関

連サービスについて、民間企業の活用も含め、充実を図る必要がある。情

報通信技術なども活用し、保健・医療、介護・福祉の連携を図るとともに、

今後の危機管理のためにカルテ等の診療情報の共有化が進められねばなら

ない。 
さらに、これらの分野は雇用創出効果が高いことから、復興に向かう地

域の基幹産業の一つに位置づけることができる。また、大学病院を核とす

る医師や高度医療を担う人材育成のための教育体制の整備を進め、大学・

専修学校等の学校教育機関を含む多様な訓練機関を活用した職業訓練など

を行い、それらの分野を担う人材育成を進める。これにより、若者・女性・

高齢者・障害者を含む雇用を被災地において確保し、地域の絆をより深め

る効果が期待される。 
復興の過程においては、避難所や仮設住宅等での生活を通じて、新たな

住民相互の助け合いによる見守り活動と社会参加が進むことが期待される。

従来のコミュニティに加えて再構築された新たなコミュニティを基盤とし

た支え合いが生まれるように支援すべきである。 
こうした被災地における取組を将来の少子高齢化社会のモデルとして位

置づけ、被災地以外においても、「地域包括ケアモデル」へと転換を図るこ

とが望ましい。 

 

（図表１０）地域包括ケアを中心とした地域づくり 

 
③ 学ぶ機会の確保 
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被災した学校の再建や整備にあたっては、災害時の応急避難場所や重要

な防災拠点としての役割を果たせるように工夫する。例えば、現在地から

の移転も含め、防災機能を一層強化する必要がある。このように、学校が

避難所として用いられることが多くなることから、こうした状況に備え、

地域住民を守るという視点からも、校長や教員等が適切に対応できるよう

にすべきである。学校・公民館等の再建にあたっては、防災機能のみなら

ず地域コミュニティの拠点としての機能強化を図ることが必要である。さ

らに、幼稚園や保育所を再建する際、財政基盤が脆弱なところもあること

に配慮する必要がある。また、関係者の意向を踏まえ、幼保一体化施設（認

定こども園）として再開できるよう支援することが望ましい。 

なお、学校等を核とした地域の絆を強化するため、広く住民の参画を得

て、地域の特色を生かした防災教育等を進める必要がある。阪神・淡路大

震災の際、近所の人たちの共助による人命救助が多く行われたのは、日頃

から小学校や公民館を拠点に祭などの活動が多かった地区であった。また、

情報通信技術も活用し、学びを媒介として被災地の住民が諸活動を行うこ

とにより、災害時に力を発揮するネットワークの構築やコミュニケーショ

ンの場を提供するよう工夫する。 

さらに、今回の震災で親や身内が被災したことにより、経済的に大きな

損失を被った子どもや若者達が就学困難な状況に陥ることなく、広く教育

の機会を得られるよう配慮する。このため、被災地のニーズや実情を踏ま

え、奨学金や就学支援等の支援を適切に実施していく必要がある。このこ

とは、社会的公正性を保つ上で大きな意義を有する。また、被災地の子ど

も達に、被災の影響により学習面や生活面で支障が生じることのないよう、

教職員やスクールカウンセラー等の適切な配置を図る。 

被災地の復興に向けたより長期的な視野に立って人材を育成するため

には、科学技術や国際化、情報化の進展等に対応した新たな教育環境の整

備が必要である。同時に、被災地において、産学官の連携により、地域の

産業の高度化や新産業創出、地元産業の復興を担う人材やグローバル化に

対応した人材を将来的に育成するため、大学・高専等における人材の高度

化に努め、地域への定着を図ることが必要である。 

 

（３）地域における文化の復興 

 

① 人々を「つなぐ」地域における文化の復興 

 
 地震と津波と原子力災害の三重苦が、東北の文化をなぎ倒した。しかし、

一般に地域における文化は、順境にあってのみ育つものではない。逆境の

只中に立ち尽くすことによって、地域の文化の底力は試されるのだ。たと

えば、過疎地における祭りが、地域を越えた子ども世代を外から動員する

ことによって、生き生きと蘇えった例があるではないか。ここでもヒント

は「つなぐ」ことにある。 
   かくて東北における風と水の風物詩も、逆境にあってこそ、地元はもち
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ろんのこと、周辺ひいては全国的な支援を受けつつ、再生の兆しを見せる

ことになる。地域における様々な文化のあり方を、国や県や市町村は、そ

っと後押しすることによって、地域の人々にその絆の深さを再確認させる

ことが出来る。そして地域における文化の復興過程において人と人とは再

び「つながる」ことによって、やる気を回復する。その上で地域の文化は、

改めて自らのルーツや歴史的環境に思いをはせる縁（よすが）となろう。 
 

② 地域の伝統的文化・文化財の再生 

 

震災被害や住民避難等により維持が困難となった地域コミュニティの再

生のため、「地域のたから」、「地域のこころ」である文化財の修理・修復を

進めることが必要である。また、祭りなどの伝統的行事や方言の再興、保

存、継承への支援を行うことが求められる。このように、地元の歴史や文

化を大切にし、文化遺産を承継することにより、地域のアイデンティティ

の保持を図ることが重要である。また、被災した博物館・美術館・図書館

などをすみやかに再建し、一層充実するよう支援することが望まれる。さ

らに、すみやかな復興のために、迅速な埋蔵文化財調査を可能とする体制

を整備する必要がある。 

 

③ 復興を通じた文化の創造 

 

被災者や地域を勇気づけ、元気づけるとともに、地域の一体感を増す取

組が望まれる。文化芸術活動への支援や芸術祭・音楽祭などのイベントの

開催、地域におけるスポーツ活動を促進することが求められる。また、東

北復活のシンボルとして、被災地において人々に夢と感動を与える国際競

技大会の招致・開催も推進すべきである。 

また、今回の震災に対して、著名な芸術家やスポーツ選手を始めとして

多くの人々が、自発的に音楽やスポーツなどの様々な活動を通して支援を

行っている。このような活動を通じて、支援する人々と被災地の人々との

心の触れ合いが深まり、それが繰り返されるなかで、新しい「文化」が生

まれる可能性があり、今後、このような「文化」を積極的に発展させてい

くことが求められる。 

 

（４）緊急雇用から雇用復興へ 

 

① 当面の雇用対策 

 

 雇用に関してまず急を要するのは、被災地における雇用危機への対応で

ある。仕事を失った人が失業給付をすみやかに受け取れるようにする。そ

の際には被災地での厳しい雇用状況に鑑み、引き続き離職要件の緩和や失

業給付期間の延長等、条件の緩和も必要である。 

   同時に困難に直面している事業者が、できるだけ雇用を維持できるよう、

雇用調整助成金の適用基準を緩和するといった弾力的な運用などが必要で
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ある。さらに既存の雇用機会維持だけでなく、新たな雇用機会創出のため

に雇用創出基金事業なども積極的に活用すべきである。 

 また、被災地の復興事業からの求人が確実に被災者の雇用にむすびつく

よう留意すべきである。そのため、復興事業を担う地元自治体とハローワ

ークが、情報共有などを通して、しっかりと連携することが重要である。

さらに被災者の雇用機会を増やすために、被災者を採用した企業への助成

を行うこと、加えて「日本はひとつ」しごと協議会9などを通じ、求人確保

や求職者の特性に応じたきめ細かい就職支援を実現することが望まれる。

また、就職に必要な知識・技術の習得や職業転換のための職業訓練を充実

する必要がある。その際に求人と被災者の求職が円滑に結びつくよう、ハ

ローワークの機能・体制の強化や、しごと情報ネットによるマッチング機

能拡充なども図るべきである。 

 

② 産業振興による本格的雇用の創出 

 

雇用は生産からの派生需要である。それゆえ、本格的な安定雇用は、被

災地における産業の復興から生まれる。その意味で、もともとこの地域の

強みであった農林水産業、製造業、観光業の復興、さらには新たに再生可

能エネルギーなどの新産業の導入などが、雇用復興の鍵である。これらの

政策と一体となった雇用面からの支援が不可欠である。またそうした雇用

を生む被災地の企業の再建や引き留め、さらには外からの誘致に取り組む

政策などは、雇用復興の観点からもきわめて重要である。 

  復興した雇用が安定的であり、かつ労働条件の向上が期待できるもので

あるためには、産業復興が、より高い付加価値を生み出す方向に進化して

いることが必要である。その点で、地域の産業の高度化や新産業創出を担

う人材の育成、職業訓練の充実などの取組を支援することも大切である。 

 第１次産業などの比率も高かった被災地では、老若男女そろって働くこ

とが自然であるような就労体制が見られた。第１次産業に限らず、技術水

準の高い中小企業などにおいても、高齢者がその能力を発揮し続ける生涯

現役の雇用システムが比較的多く見られるのも特徴である。そうしたなか

で、高齢のベテランから、若い人たちに技能や経験がうまく伝承されてい

るケースもあり、そうした全員参加型、世代継承型の雇用復興を図ること

も期待される。 

 さらに農漁村地域においては、自営の農漁業者が、兼業として観光業や

製造業などに雇用労働を提供するパターンも少なくない。そうした「合わ

せ技」で安定的な就労と所得機会を確保することも地域によっては有効な

手立てとなる。 

  

（５）地域経済活動の再生 

 

                                                  
9  「『日本はひとつ』しごと協議会」とは、都道府県労働局を中心とした、自治体、国の出

先機関、関係団体による協議会。都道府県単位で全国に設置され、復旧事業の受注企業等

の情報収集、復旧事業の求人のハローワークへの提出などを合意し、推進している。 
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① 企業・イノベーション 

 

企業への支援 

 

東北地域は、地域経済における製造業が占める割合が高い。東北地域

の製造業は、国内外の製造業の供給網（サプライチェーン）のなかでも

重要な役割を果たしている。今回の震災はわが国経済に大きな影響を及

ぼした。 

全国的に見ても、震災の復興過程で事業を再開・継続する企業は、借

入依存度を高め、資本が毀損しており、これに対する対応策を講じなけ

ればならない。また、企業の事業継続のため、企業に対する資金繰り支

援等を十分な規模で実施する必要がある。 

 

立地促進策 

 

今回の震災を契機に、生産拠点を日本から海外に移転するなど、産業

の空洞化が生じ、雇用を喪失するおそれがある。この点について、企業

のわが国における立地環境の改善を図るため、供給網（サプライチェー

ン）の再生支援を含む立地促進策をとることにより、地域経済の復興と

わが国産業の再生、雇用の維持、創出に積極的に取り組まねばならない。 

また、今回の震災で、企業による事業継続計画策定の重要性が改めて

確認された。その導入が促進されるべきである。 

 

中小企業 

 

製造業に加え、商業・観光業など様々な分野において、中小企業は、

雇用者を多く抱えるなど、経済社会において大きな役割を果たしている

が、今回の震災により、深刻な影響を受けた。すでに資金繰り支援や事

業用施設の復旧・整備支援等が講じられている。しかし、さらに必要と

される支援が広く行き渡るよう、十分な事業規模をもって、さまざまな

支援措置が確保されなければならない。また、震災の影響による風評被

害などに対応するため、国内外への新たな販路開拓支援に早期に取り組

むことが必要である。 

被災した中小企業に加え、農林水産業等の事業性ローンや住宅ローン

の借入者が、今後、復興へ向けての再スタートを切るにあたり、既往債

務が負担となって新規資金調達が困難となるなどの問題（いわゆる二重

債務問題）が生じることが想定される。これについては、金融機関・被

災者のみならず、国・自治体を含め関係者がそれぞれ痛みを分かち合い、

一体となって問題の対応にあたる必要がある。過去の震災などでの取り

扱いとの公平感にも留意しつつ、可能な限りの支援策を講ずべきである。 

一方、地域経済や中小企業の資金繰りを支えてきた金融機関にも震災

により様々な影響が懸念されている。そこで、国の資本参加を通じて、

金融機関の金融仲介機能を強化する枠組みである金融機能強化法の震災
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特例が活用されることを期待したい。 

 

産業・技術集積とイノベーション 

 

東北大学をはじめとして、多くの大学・大学病院、高専、研究機関、

民間企業等が、地域における重要な知的基盤・人材育成機関として共存

している。このような東北の強みを生かし、知と技術革新（イノベーシ

ョン）の拠点機能を形成することが重要である。このため、被災した大

学・大学病院、研究機関等の施設・設備をはじめ、教育研究基盤の早期

回復を図り、より一層の強化をする必要がある。また、産学官の連携に

より、スピード感のある技術革新を可能にするため、中長期的、継続的、

弾力的な支援スキームを構築せねばならない。さらに被災地の大学を中

心に地域復興のセンター的機能を整備し、様々な地域ニーズに応えるこ

とが求められる。 

これまでの実績を踏まえ、研究開発の促進による技術革新を通じて、

「成長の核」となる新産業および雇用を創出するとともに、地域産業の

再生をもたらし、東北に産業と技術が集積する地域を創り出すことが期

待される。 

 東北における技術革新を通じた新産業・雇用の創出の具体例としては、

以下が考えられる。 

・三陸沿岸域を拠点とする大学、研究機関、民間企業等によるネットワ

ークを形成し、震災により激変した海洋生態系を解明し、漁場を復興

させるほか、関連産業の創出にも役立たせる。 

・東北の製造業が強みを有する電子部品、デバイス・電子回路などの分

野と、東北の大学が強みを有する材料、光やナノテク分野等の協働に

より、世界レベルの新規事業を興す。すでに、材料開発や情報技術分

野等においては、高専における産学連携も進んでおり、より一層優秀

な技術者が育成されることが期待される。 

・地域医療を復興するため、大学病院を核とする医療人材育成システム

を構築するとともに、医療・健康情報の電子化・ネットワーク化とそ

れを活用した次世代医療体系を構築する。また、地元企業と連携して

創薬・橋渡し研究等を実施し、新たな医療産業の創出に努める。 

・先端的な農業技術を駆使した大規模な実証研究を行い、成長産業とし

ての新たな農業を日本全国に提案する。 

 

② 農林業 

 

すみやかな復旧から復興へ 

 

農地や水利施設の１日も早い復旧を目指すとともに、営農を再開する

までの間、その担い手を支援する観点から、復旧に係る共同作業を支援

する必要がある。 

復旧の完了した農地から順に営農を再開しつつ、市町村の復興計画の

WIC-24



20 
 

検討と並行して各集落において将来計画を検討する必要がある。 

 

３つの戦略 

 

被災地は、地形、風土、文化などの実態が多様であり、それに伴って、

農業復興の方向も地域により多様である。集落単位での徹底した議論を

行い、地域資源を活かした農業再生の戦略を考えていく必要がある。そ

こで、そのような議論を促すために、地域の類型別に下記の３つの戦略

を組み合わせた将来像を示す必要がある。 

ａ）高付加価値化……６次産業化（第１次産業と第２次、第３次産業の

融合による新事業の創出）やブランド化、先端技術の導入などによ

り、雇用の確保と所得の向上を図る戦略 

ｂ）低コスト化……各種土地利用計画の見直しや大区画化を通じた生産

コストの縮減により、農家の所得向上を図る戦略 

ｃ）農業経営の多角化……農業・農村の魅力を活かしたグリーンツーリ

ズム、バイオマスエネルギー等により、新たな収入源の確保を図る

戦略 

 

（図表１１）農村コミュニティのイメージ 

 

平野部 

 

大規模な平野が広がる地域や集落営農が盛んな地域では、「低コスト

化戦略」を中心とすべきである。 

その際、「高付加価値化戦略」や「農業経営の多角化戦略」を組み合

わせた地域戦略を取ることが も有効である。集落のなかで徹底的な話

合いを行い、大規模農業の担い手を選ぶとともに集落の土地利用を再編

することが望まれる。その際、その担い手に集落単位の土地をまとめて

任せることで、「低コスト化」を推進すべきである。一方で、大規模化

しない農業者が施設園芸に従事したり、集落で再生・誘致した食品関連

産業に従事したりすることで、農地の集約化を推進できる。このように、

「高付加価値化戦略」や「農業経営の多角化戦略」を組み合わせること

で、「低コスト化戦略」を推進すべきである。 

こうした地域の農業構造の転換を、復興事業のための集落での徹底し

た話合いを契機に実現することにより、この地域が日本の土地利用型農

業のトップランナーとなることを目指すべきである。 

 

三陸海岸沿いほか 

 

平地に乏しい三陸地域やすでに果実等のブランド化が進んでいる地域

では、水産物などの特産物と組み合わせた「高付加価値化戦略」や、グ

リーンツーリズムやバイオディーゼル燃料の製造など「農業経営の多角
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化戦略」を適切に組み合わせた戦略を取ることが有効である。 

内陸部では、地域の特性に応じ、例えば、集落営農による「低コスト

化」や「高付加価値化」の戦略を組み合わせた取組を推進すべきである。 

 

林業 

 

林業の復興にあたっては、大規模合板工場などの再建を起点として、

木材の安定供給を図り、被災地の復興に貢献すると同時に、持続的な森

林経営を確立し、産業としての自立を目指す必要がある。このため、作

業道の整備、森林施業の集約化などをより一層推進しなければならない。 

復興過程で発生する木質系震災廃棄物を発電や熱利用に結び付け、木

質バイオマスによるエネルギー供給の拠点を形成する必要がある。これ

を間伐材利用のエネルギー供給に移行することで、将来的に持続可能な

林業経営・エネルギー供給体制を構築しなければならない。 

 

③ 水産業 

 

   水産業の重要性 

 

全国の漁業生産量の５割を占める７道県（北海道、青森、岩手、宮城、

福島、茨城および千葉）を中心に広範な範囲で大きな被害が発生した。

とりわけ、日本有数の漁業地域である三陸地方の津波被害は深刻であっ

た。 

水産業は関連産業との結びつきが強く、地域経済や雇用の観点からも

重要な役割を果たしている。特に、三陸地方では、拠点となるいくつか

の水産都市のほか、漁業を中心に成り立っている集落が点在している。 

 

沿岸漁業・地域 

 

沿岸漁業は、漁村コミュニティにおける生業を核として、多様かつ新

鮮な水産物を供給している。小規模な漁業者が多く、漁業者単独での自

力復旧が難しい場合が多いことから、漁協による子会社の設立や漁協・

漁業者による共同事業化により、漁船・漁具などの生産基盤の共同化や

集約を図っていくことが必要である。あわせて、あわびなどの地元特産

水産物を活かした６次産業化を視野に入れた流通加工体制を復興してい

くことも必要である。 

沿岸漁業の基盤となる漁港の多くは小規模な漁港である。地先の漁場、

背後の漁業集落と漁港が一体となって住民の生産、生活の場を形成して

いる。その復興にあたっては、地域住民の意見を十分に踏まえ、圏域ご

との漁港機能の集約・役割分担や漁業集落のあり方を一体的に検討する

必要がある。この場合、復旧・復興事業の必要性の高い漁港から事業に

着手すべきである。 
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（図表１２）漁港の機能分担と今後の復旧・復興に向けて（沿岸漁業・地域） 

 

沖合遠洋漁業・水産基地 

 

沖合・遠洋漁業は、水揚量や市場の取扱規模が大きいだけでなく、関

連産業の裾野も広い。適切な資源管理の推進、漁船・船団の近代化・合

理化を進めるなどの漁業の構造改革に加え、漁業生産と一体的な流通加

工業の効率化・高度化を図ることが必要である。 

関連産業との結び付きが強いことから、加工流通業、造船業などの関

連産業が歩調を合わせて復興することが必要である。 

沖合・遠洋漁業の基盤となる漁港は、基地港であると同時に他地域の

漁船によって水揚げされた水産物や周辺の漁港からの水産物が集積され

る拠点漁港となっている。市場や水産加工場などをもち、水産都市を形

成し、水産物の全国流通に大きな役割を果たしている。したがって、一

刻も早く漁業が再開されるよう、緊急的に復旧事業を実施するとともに、

さらなる流通機能などの高度化を検討すべきである。 

 

（図表１３）漁港の機能分担と今後の復旧・復興に向けて（沖合遠洋漁業・

水産基地） 

 

漁場・資源の回復、漁業者と民間企業との連携促進 

 

津波により、漁場を含めた海洋生態系が激変したことから、科学的知

見も活用しながら漁場や資源の回復を図るとともに、これを契機により

積極的に資源管理を推進すべきである。 

漁業の再生には、漁業者が主体的に民間企業と連携し、民間の資金と

知恵を活用することも有効である。地域の理解を基礎としつつ、国と地

方公共団体が連携して、地元のニーズや民間企業の意向を把握し、地元

漁業者が主体的に民間企業と様々な形で連携できるよう、仲介・マッチ

ングを進めるべきである。 
必要な地域では、以下の取組を「特区」手法の活用により実現すべき

である。具体的には、地元漁業者が主体となった法人が漁協に劣後しな

いで漁業権を取得できる仕組みとする。ただし、民間企業が単独で免許

を求める場合にはそのようにせず地元漁業者の生業の保全に留意した仕

組みとする。その際、関係者間の協議・調整を行う第三者機関を設置す

るなど、所要の対応を行うべきである。 
 

④  観光 

 

地域観光資源の活用と新たな観光スタイルの創出 

 

観光業は裾野の広い経済効果を生み、農林水産業と並び、復興を支え

WIC-27



23 
 

る主要産業である。美しい海など自然の景観や豊かな「食」、祭・神社

仏閣等の原文化、国立公園や世界遺産などのブランドなどの地域観光資

源を広く活用して、東北ならではの新しい観光スタイルを作り上げ、「東

北」を全国、そして全世界に発信することが期待される。 
その際、復興の過程において、美しい景観に配慮した地域づくりを行

い、観光資源とすることも重要である。また、農林水産業等の地場産業

への観光の視点を盛り込み、海からのアプローチも意識した新たな観光

ルートを形成するなどの創意工夫が必要である。 
また、人材育成などを通じ、観光産業にかかわる者だけではなく、農

林水産業などの地場産業、地域づくりＮＰＯなど地域の幅広い関係者が

「地域ぐるみ」で観光客を受け入れるような体制（プラットフォーム）

を形成することが求められる。 
 

復興を通じた人の交流と観光振興 

 

短期的には、風評被害防止のための正確な情報発信や観光キャンペー

ンの強化などにより、国内外旅行の需要の回復、喚起に早急に取り組む

べきである。 
また、震災を機に生まれた絆を大切にし、復興プロセスを被災地以外

の人々が分かち合うことも大切である。 
 

（６） 地域経済活動を支える基盤の強化 

 

①  交通・物流 

 

災害に強い交通網 

 

生活交通については、少子・高齢化、過疎化等の地域の社会動向を踏

まえ、地域の復興方針と一体となり、交通施設に防災機能を付加するな

ど、災害に強い地域交通のモデルを構築すべきである。 
また、幹線交通網については、今後とも、耐震性の強化や復元力の充

実、「多重化による代替性」（リダンダンシー）の確保により防災機能

を強化しなければならない。 
鉄道については、防災・「減災」機能を強化しつつ、既存施設の活用

が十分可能な鉄道は、被災前のルートで復旧する。他方、甚大な津波被

害を受けた地域の鉄道は、現行ルートの変更も含め、まちづくりと一体

的に復興しなければならない。港湾については、臨海部への企業の立地

状況を踏まえ、避難体制の構築など「減災」機能の強化を図るべきであ

る。道路については、太平洋沿岸軸（三陸縦貫道等）の緊急整備や、太

平洋沿岸と東北道を繋ぐ横断軸の強化について、整備スケジュールを明

確にした上で、防災面の効果を適切に評価しつつ、重点的に進めるべき

である。また、高所にある道路等への緊急避難路の整備などを進めるこ

とが望まれる。 
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物流システムの高度化 

 

被災地の復興支援のため、まず、道路、港湾、臨海鉄道等の物流イン

フラの早期復旧を図る。そして、わが国の産業立地拠点としての魅力を

高め、空洞化を防止するため、供給網（サプライチェーン）全体の可視

化、生産・物流拠点の再配置、太平洋側と日本海側との連携など輸送ル

ートの多重化、外航海運の安定的な維持などを進めるべきである。 
今後の災害にも備える観点から、ソフト面を強化した災害に強い物流

体系である「災害ロジスティクス」を構築すべきである。すなわち、全

国各地から被災地への緊急支援物資を円滑かつ的確に末端の避難所まで

届けられるよう、災害時協力協定等により民間ノウハウの活用や民間物

流施設の確保などを組み合わせた物流の体系を目指すものである。 
 

②  再生可能エネルギーの利用促進とエネルギー効率の向上 

 

被災地における再生可能エネルギーの可能性 

 

再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱等）に

ついては、エネルギー源の多様化・分散化、地球温暖化対策、新規産業・

雇用創出などの観点から重要である。そこで、出力の不安定性やコスト

高、立地制約などの課題に対応しつつ、その導入を加速する必要がある。 

東北地域は、太平洋沿岸では関東地方と同程度の日照時間を有し、気

温が低く太陽光発電システムの太陽光パネルの温度の上昇によるロスが

小さいため、太陽光発電に適している。さらに、地熱資源や森林資源・

水資源も豊富に存在しており、地熱発電やバイオマス、小水力発電等の

潜在的可能性も高い。また、東北地域には、全国的に見ても風況が良い

地点が多く、風力発電の潜在的可能性が高い。 

 

（図表１４）年間最適傾斜角の斜面日射量 

 

（図表１５）局所風況マップ 

 

地域自立型エネルギーシステム 

 

被災地におけるインフラの再構築にあたっては、先端的な自立・分散

型エネルギーシステムを地域特性に応じて導入していくことが必要であ

る。そのシステムは、まず、省エネルギーシステムの効率的な活用、次

いで、再生可能エネルギーなど多様なエネルギー源の利用と蓄電池の導

入による出力不安定性への対応、さらにガスなどを活用したコジェネ（熱

電併給）の活用を総合的に組み合わせたものである。 
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こうした自立・分散型エネルギーシステム（スマート・コミュニティ、

スマート・ビレッジ）は、エネルギー効率が高く、災害にも強いので、

わが国で長期的に整備していく必要がある。そこで、被災地の復興にお

いて、それを先導的に導入していくことが求められる。 

地域の復興・再生において、防災、地域づくりなど、他の計画と並行

して一体的に進めることがより効果的である。 

 

（図表１６）スマートコミュニティ 

 

（図表１７）スマートビレッジ 

 

産業としての再生可能エネルギー 

 

再生可能エネルギー・システムの設置・導入は、復興過程において、

まず、新たな雇用の創出に寄与する。そして、装置・システムの生産も、

産業派生効果が大きい電気機械産業のウエイトが全国と比べて高い東北

地域の産業の成長に寄与する。したがって、誘致支援などにより、これ

らの関連産業の集積を促進しなければならない。 

 

③ 人を活かす情報通信技術の活用 

 

    人と人をつなぐ情報通信基盤に大きな被害が生じており、次世代の発

展につながるようにその復旧を進めるべきである。特に、震災発生後、

携帯電話が非常につながりにくい状態となったことから、そうした状況

を改善するような取組を進めるべきである。     

復興に際しては、多様なメディアを活用し、地理的に離れて避難して

いる住民も含む被災者に対する正確で迅速な支援情報の提供をまず行う

べきである。さらに、被災地の地方公共団体と地域住民が円滑にコミュ

ニケーションを行える環境を確保すべきである。これにより、多くの被

災者・住民が復興の過程に自由に参加できるようになって、地域コミュ

ニティが再生されることが期待できる。 

また、復興の進捗状況をインターネットで閲覧できる Web サイトによ

る政策の「見える化」や、利用しやすい形での政府保有データの提供、

内外に向けた正確な情報発信等を進めることが必要である。 

さらに、行政をはじめ、医療、教育等の地域社会を支える分野のデー

タが震災により滅失したことを踏まえ、これらの分野において、情報の

一層のデジタル化を進め、クラウドサービス10の導入を強力に推進すべき

である。 

さらに、情報通信技術の利用・活用を進め、地域医療や医療・介護の

                                                  
10 「クラウドサービス」とは、「どこからでも、必要な時に、必要なだけ」、インターネッ

トなどを経由して、様々なコンピュータの資源を利用することができるサービスをいう。 
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連携強化のための情報共有や、農林水産業の６次産業化、中小企業の再

建・販路拡大など、震災で打撃を受けた地域の産業の再生・創出に取り

組むべきである。 

これらの取組は、一体的に行われてこそ、その効用が 大限に発揮さ

れる。それと同時に、これにより、被災地における人と人との絆が確保

され、情報通信技術を活用する能力が向上することを通じて、被災地の

人々が情報通信技術を使いこなし、復興の主役となることが望まれる。 

 

（７）「特区」手法の活用と市町村の主体性 

 

地域の特性に応じた産業の集積や新規産業の創出などによる被災地経済の

再生のため、市町村の能力を 大限引き出すことが求められる。 

今回の復興においては、民間の資金・ノウハウを活用しつつ、きめ細かい

支援措置を行うため、地方分権的な規制・権限の特例、手続きの簡素化、経

済的支援など、必要な各種の支援措置を具体的に検討し、区域・期間を限定

した上で、これらの措置を一元的（ワンストップ）かつ迅速に行える「特区」

手法を活用することも有効である。 

また、復興の主体である地方公共団体が、自ら策定する復興プランの下、

効率性や透明性を確保しながら真に復興に役立つ事業を進めることが求めら

れる。このため、新しい地域づくりなどへの対応とあわせ復興に必要な各種

施策が展開できる、使い勝手のよい自由度の高い交付金の仕組みが必要であ

る。また、地域において、これまでの震災時の事例や民間寄付金の活用事例

も参考にしながら、国や県の支援を受けつつ、現行制度の隙間を埋めて必要

な事業の柔軟な実施を可能とする基金の設立を検討すべきである。 

 

（図表１８）「特区」手法のイメージ 

 

（８）復興のための財源確保 

 

財源の議論なくして復興は語れないし、復興の姿なくして財源の議論も語

れない。未曾有の被害をもたらした今回の震災からの復興を考える時、この

考えが基本となる。 

今回の大震災では、津波により多くの公共施設が破壊され、負債のみが残

された。甚大な被害を被った地方公共団体も多数に上る。こうしたなか、地

域においてはそれらの再建が切望され、復興のための多くの資金が必要とさ

れている。一刻も早い復興のため、国民への説明責任と透明性を確保しなが

ら、復興に真に役立つ必要な施策を、被災地の要望に基づき丁寧に積み上げ、

すみやかに実施しなければならない。同時に、施策を示すだけでなく、その

ための財源についても明確な考えを示すのが責任ある態度である。 

わが国の財政を巡る状況は、阪神・淡路大震災当時よりも著しく悪化し、

社会保障支出の増加等による巨額の債務も、これからの世代に負の遺産とし

て残されている。さらに、わが国の生産年齢人口は今後１０年で１割も減少
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するなど大幅な減少が見込まれており、次の世代の一人あたりの負担には著

しい増加が見込まれている。海外の格付会社も、復興のあり方とわが国の財

政健全化の取組に懸念を示している。 

こうした状況に鑑みれば、復旧・復興のための財源については、次の世代

に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯し、負担の分かち

合いにより確保しなければならない。政府は、復興支援策の具体化にあわせ

て、既存歳出の見直しなどとともに、国・地方の復興需要が高まる間の臨時

増税措置として、基幹税を中心に多角的な検討をすみやかに行い、具体的な

措置を講ずるべきである。この点は、先行する需要を賄う一時的なつなぎと

して「復興債」を発行する場合には、日本国債に対する市場の信認を維持す

る観点から、特に重要である。 

  国・地方をめぐる厳しい財政状況が続くなか、今回の災害により被災した

地方公共団体は財政力が低い団体が多く、役場機能を含むまち全体が壊滅的

な打撃を受けた市町村も多数に上る。今後、これらの地方公共団体において、

復興のための事業を本格的に展開していけば、国費による支援が講じられて

もなお、地方の負担が生じることが見込まれる。これらの臨時的な需要に対

応しうるよう、地方の復興財源についても、上記の臨時増税措置などにおい

て確実に確保するべきである。そのなかで、被災地以外の地方公共団体の負

担にいたずらに影響を及ぼすことがないよう、地方交付税の増額などにより

確実に財源の手当てを行うべきである。 

なお、税財政資金とは別に、民間資金の活用が可能なものとして、資金の

償還が可能で有償資金の活用が期待できる分野や、就学支援など、民間・個

人の自発的な資金援助との連携が期待できる分野などが考えられる。そうし

た分野の範囲や資金規模には限りがあることに留意した上で、その積極的な

活用を検討する必要がある。 
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第３章 原子力災害からの復興に向けて 

 

（１）序 

 

原子力災害の大きさと広がりには、底知れぬ恐怖がある。そして人々は、「戦

後」を刻印したヒロシマ、ナガサキの原爆と、「災後」を刻印しつつあるフク

シマの原発とを一本の歴史の軸の上に、あたかもフラッシュバックされる映

像のように思い浮かべる。今回の地震と津波被害を起こりえないものとして、

考慮の外に追いやっていたのと同様の思考のあり方が、ここにも見出せる。 
いや、人々は原子力については、ことさら「安全」神話を聞かされるなか

で、疑う声もかき消されがちであった。原発事故を起こりえないものとした

考え方は、その意味では、地震や津波災害の場合よりも、何か外の力が加わ

ることによっていっそう閉ざされた構造になっていたのだ。 
  今、人々は進行中で収束をとげぬ原発事故に、どう対処すべきか、思いあ

ぐねている。今回の地震と津波の災害に対し、「減災」という対応方式が直ち

に認知されたことと、それは対照的と言わざるをえない。ある型に回収され

るような事態ではないからだ。パンドラの箱があいた時に、人類の上にあり

とあらゆる不幸が訪れたのと類似の事態が、思い浮かぶ。 
  しかし、パンドラの箱には、たったひとつ誤ってしまわれていたものがあ

った。それは何か。「希望」であった。それから人類はあらゆる不幸の只中に

あって、この「希望」を寄りどころにして、苦しい日々をたえた。「希望」―

それは原発事故に遭遇したフクシマの人々には、まだ及びもつかぬ、とんで

もない言葉かもしれぬ。しかしここでもまた人と人を「つなぐ」意味が出て

くる。原発事故の被災地のなかに「希望」を見出し、あるいは「希望」をつ

かむことは、被災地内外の人と人を「つなぐ」糧となりうる。いや人は人と

つながることによってこそ、「希望」の光のなかに、明日のフクシマを生きる

ことになろう。 
  だから、フクシマの復興は、「希望」を抱く人々の心のなかに、すでに芽吹

き始めているに違いない。 

 

（図表１９）「計画的避難区域」および「緊急時避難準備区域」 

 

（２）一刻も早い事態の収束と国の責務 

 

今回の大震災からの復興は、原発被災地の復興を抜きにして考えることは

できない。復興に向けた大前提は、国が責任を持って、一刻も早く原発事故

を収束させることである。 

国は、原子力災害の応急対策、復旧対策、復興について責任を持って対応

すべきである。 

また、今回の原発事故の原因究明とその影響の評価、事故対応の妥当性の

検証を、国際的な信認を得られるよう徹底的に行うべきである。 
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（３）被災者や被災自治体への支援 

 

被災者（含む事業者）への賠償を迅速、公平かつ適切に行い、また、当面

の必要な資金についてもすみやかに仮払いが行われるべきである。 

そのための法的枠組みとして、「原子力損害賠償支援機構法案」の早期成立

を図るなど、国が 後まで意を用いていくべきである。さらに、原発事故に

よる風評被害に苦しむ事業者が雇用を維持するための支援を行うべきである。 

各地に避難した被災者が故郷に戻れない現状では、地域コミュニティの維

持のためには特別な施策が必要である。避難区域の設定により移転を余儀な

くされた地方公共団体の住民に対する行政サービス機能の維持に向けて、制

度的・財政的な対応が重要である。 

 

（４）放射線量の測定と公開 

 

原子力災害に関して、科学的根拠を持った一次データの公開など、正確な

情報発信や継続的な情報開示により、福島県民、ひいては国民全体に安心と

信頼を与えるとともに、日本に対する国際的信頼感を回復させることが重要

である。 

そのためには、すみやかに、放射線量のモニタリングを、全国統一的な方

針・基準により、一元的かつ計画的・継続的に行うことが必要である。 

 

（５）土壌汚染等への対応 

 

放射性物質で汚染された廃棄物や土地の早期の処理や、浄化に向けて取り

組むべきである。その際、汚染状況などの専門的・継続的な把握だけでなく、

一元的な情報の集約と提供を図る必要がある。 

放射性物質の除去については、知見が十分に得られていない状況にあるた

め、関係研究機関の叡智を結集させて、現場レベルでの実証を行いつつ、除

染に関する手法を早期に確立し、これを着実に実施すべきである。 

 

（６）健康管理 

 

住民の放射線に対する不安を払拭するために、国の支援のもと、健康管理

の問題に早急に着手するとともに、健康維持に関する施策を継続的に実施す

べきである。 

さらに、放射性物質による汚染が健康にどのような影響を与えるかを長期

的に調査し、今後の医療のあり方を検討の上、放射線の影響に関する長期的

健康管理や 先端の研究・医療を行う施設等を福島県に整備すべきである。 

 

（７）復興に向けて 

 

福島県は、地域の再生・復興を図る上で極めて困難な条件下に置かれる。
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原子力災害からの復興に対応する国の態勢の一元化や必要となる法整備を含

め、長期的視点から、国が継続して、責任をもって再生・復興に取り組むべ

きである。 

なお、地域の再生・復興にあたっての専門性の高い議論の必要性や長期的

視点の必要性等から、政府においては、復旧の状況を勘案しつつ、原子力災

害に絞った復興再生のための協議の場を設けるべきである。 

福島県においては、放射性物質による汚染を除去する必要がある。大学、

研究機関、民間企業等の協力の下、内外の叡智を結集する開かれた研究拠点

を形成する。そこでは、環境修復に関する国際的にみて 先端の取組を推進

することが重要である。 

また、福島県に医療産業を集積し、世界をリードする医薬品・医療機器・

医療ロボットの研究開発、製造拠点とするため、「特区」手法を活用する。そ

のなかで、産学連携で 先端の医薬品・医療機器の研究開発を実施するとと

もに、先端的な医療機関を整備する。 

さらに、復興にあたって、原子力災害で失われた雇用を創出するため、再

生可能エネルギー関連産業の振興は重要である。福島県に再生可能エネルギ

ーに関わる開かれた研究拠点を設けるとともに、再生可能エネルギー関連産

業の集積を支援することで、福島を再生可能エネルギーの先駆けの地とすべ

きである。 

原発被災地の復興プロセスは、他の被災地よりも長期的に見据える必要が

ある。「福島の大地がよみがえるときまで、大震災からの復興は終わらない」

という認識を国民全体で共有すべきである。 
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第４章 開かれた復興 

 

（１）序 

 

 開かれた復興のイメージは、復興が被災地に止まらず、むしろ被災地にお

ける様々な創造的営みが日本全国に、ひいては世界各国に広がっていくこと

にある。成熟した先進国家における災害からの復興過程は、世界各国の人々

が生き抜く一つの強力なモデルになりうる。 
 しかも、「ボランティア」、「共助」、「社会的包摂11」、「新しい公共」といっ

た言葉が、今まさに生じつつある実態を指し示している。個人や社会の利益、

さらには国境をこえた新たな社会貢献のあり方が、鮮明になってきている。 
 ここでもまた、共通して「つなぐ」ことの意味が含まれている。人と人が

つながるなかで、これまで排除され「居場所と出番」がなかった人々にも、

つながる契機がでてきたのだ。ボランティア活動の質量双方における飛躍的

向上も、ボランティアと被災地をつなぐボランティアの登場によって可能と

なった。 
  災害の記憶や映像や記録を後世に残していくアーカイブの活動も、復興過

程に「希望」を見出すことに連なる。人は自らの災害体験を語ることによっ

て、既知の人のみならず、未知の人とつながっていく。しかも、そこには記

憶を紡ぎ出してくれる人が存在する。ここでもまた、人は人と幾重にも「つ

なぐ」行為を繰り返している。 

 

（２）経済社会の再生 

 

① 電力安定供給の確保とエネルギー戦略の見直し 

 

製造業の海外移転による空洞化、海外企業の日本離れを防ぐため、電力

の安定供給の確保を優先度の高い問題として取り組まなくてはならない。 

そのためにも、原発事故の原因究明とその影響の評価、事故対応の妥当

性の検証を、国際的な信認を得られるよう行うことを徹底する。その上に、

新たな安全基準を国が具体的に策定すべきである。 

エネルギー戦略の見直しにあたっては、再生可能エネルギーの導入促進、

省エネルギー対策、電力の安定供給、温室効果ガス削減といった視点で総

合的な推進を図る必要がある。このため、全量買取制度12の早期成立・実

施が不可欠である。また、出力安定化13のための蓄電池導入など再生可能

エネルギー導入対策や省エネルギー対策を講じるべきである。中長期的に

                                                  
11 「社会的包摂」とは、地域や職場、家庭でのつながりが薄れ、社会的に孤立し生活困難

に陥った人々を、もう一度社会の中に包摂しようという政策理念である。 
12 「全量買取制度」とは、事業者が再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が全量

買い取る制度である。 
13 「出力安定化」を求めるのは、太陽光・風力発電等は天候・気象条件次第で出力が不安

定なためである。 
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は、効率の良い再生可能エネルギーや省エネルギー技術に関する革新的技

術開発の取組により、抜本的な発電効率の向上やコスト低減に取り組む必

要がある。 

 

② 生涯現役社会と高付加価値産業の創出 

 

今回の大震災は、わが国の経済社会の構造変化を背景とする経済停滞の

なかで生じた危機である。震災を契機に、生産拠点を日本から海外に移転

するなど、産業の空洞化が加速化するおそれがあり、国内の立地環境の改

善が急務である。被災地の復興とともに、日本経済の再生に同時並行で取

り組む必要がある。 

もともと、日本は世界に類を見ない高齢化に対応して、働く意思と仕事

能力のある人は年齢にかかわりなく、その能力を発揮できる生涯現役社会

を目指すべき状況にあった。その意味で、この地域に生涯現役の雇用モデ

ルを構築することは、将来の日本のあるべき姿を先取りすることにもなる。

つまり被災地の復興モデルが日本全体の将来を先導することになるのであ

る。また、被災地が発展することで、地域間格差是正のモデルを示すこと

にもなる。 

被災地の経済は、震災前から必ずしも好調であったわけではない。過疎

化が進行し人口減少社会の抱える問題が先駆的に表れていたのがこの地域

であった。その上に襲った震災の衝撃は激烈であったが、力強い復興をき

っかけに、状況を逆転していく意気込みが求められる。それを解く鍵の一

つが、生涯現役社会の実現である。 

こうして実現された元気な日本経済は、高付加価値を目指す生産性向上

によって支えられる。そのためには、産業・技術の集積はもとより、時代

を先取りした生活様式をブランド化することによって、関連産業を活性化

することが重要である。たとえば、先進国の観光は、生活の豊かさへのあ

こがれによって支えられる。地元の風土に合い、人々のセンスに合った衣

食住を整えるための製品が、そうした観光に訪れる人々によって地域外に

もたらされるとき、それらの製品はブランドとなる。縄文以来の伝統に支

えられた東北地方には、そうした新しい生活様式を生み出す素地がある。 

高齢化にもかかわらず、また災害に襲われたにもかかわらず、不死鳥の

ごとくよみがえるであろう日本経済の姿は、これから高齢化が進行するア

ジア諸国のモデルとなりうるものである。復興が復旧と異なるのは、こう

した発展戦略によって、日本経済の活性化を目指すところにある。危機を

機会に変える積極的な取組が求められる。 

 

③ 復興を契機として日本が環境問題を牽引 

 

環境問題は世界共通の課題である。復興にあたっては、世界の先駆けと

なるような持続可能な環境先進地域を東北に実現することで、日本が環境

問題のトップランナーとなることが期待される。 

東北に豊富に存在する再生可能なエネルギー資源を活用して災害に強
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い自立・分散型のエネルギーシステムの導入を先駆的に始めることは、低

炭素社会の実現にもつながり、他の地域における取組に刺激を与え、加速

させる。 

また、自然の持つ防災機能や、森・里・海の連環を取り戻すための自然

の再生、すばらしい風景の観光資源としての活用などにより、自然環境と

共生する経済社会を実現すべきである。このとき、地域に根ざした自然と

の共生の智恵が大きな意味を持つ。 

さらに復旧・復興の過程で発生する大量の廃棄物を徹底してリサイクル

するほか、製造業とリサイクル産業をつなぐ先進的な循環型社会を形成す

ることを目指すべきである。こうしたリサイクルの実践は日本の得意とす

るところであるが、今回の復興を契機としてさらに高い段階に達すること

が望まれる。 

 

（３）世界に開かれた復興 

 

今回の大震災においては、米軍をはじめとする国際的支援が大きな役割を

果たし、われわれは大きな感謝の念を抱いた。このような世界から示された

共感を基盤に、わが国は、力強いすみやかな復興を進め、さらに魅力的な国

として再生しなければならない。震災により、国際的な供給網（サプライチ

ェーン）が大きく傷ついたことは、わが国と世界との深いつながりを内外の

人々にあらためて気づかせた。そこで、わが国は、国際社会との絆を強化し、

内向きでない、世界に開かれた復興を目指さなければならない。 
 

① 日本再生に関する内外の理解促進 

 

今回の大震災は、科学技術の限界を再認識させるとともに、震度７の激

震でも倒壊しない建築物や脱線しない新幹線の例に見られるように、科学

技術の重要性も示した。 

原発事故の一刻も早い収束を前提としつつ、科学的根拠を持った一次デ

ータの公開など、正確な情報発信や継続的な情報開示により、風評被害の

払拭に努めるべきである。 

復旧・復興過程の進捗、日本産品や日本への渡航の安全性について、海

外に対する的確かつ迅速な情報発信を、これまで以上に積極的かつきめ細

やかに行う必要がある。 

また、世界から人々を呼び寄せることにより、安全・安心な国、確かな

ものづくり、高度な科学技術といったわが国が持つ魅力を再び強調し、「ク

ールジャパン」を推進するなどにより、日本ブランドの信頼性を回復する

ことが望まれる。 

震災を機に生まれた世界の人々とのつながりを維持・発展させるため、

被災地と諸外国が青少年の交流や経済活動などの分野で、交流を進めるこ

とが重要である。このため、被災地と諸外国の要望を一元的に調整する仕

組みを構築するほか、教育機関に国際性をもたらす外国人留学生に対して、

適切な災害情報を提供するなど支援を強化する。 
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② 世界に開かれた経済再生 

 

復興には、諸外国のさまざまな活力を取り込むことが必要である。 
そのための一つの手立ては、外国からの投資促進である。特に、国際的

にも魅力的な環境を整備することにより、国際的な企業が、わが国に研究

開発拠点やアジア本社機能を設置することを促進することが望まれる。 
震災を契機に外国人研究者や技術者の日本離れが懸念される。優れた技

術・知識を有する外国人へのポイント制活用による出入国管理上の優遇制

度14の導入や雇用・生活環境の整備を推進し、わが国の活力となるべき外国

人の受け入れを促進する。 
同時に、日本産品の市場を、日本国内のみならず、アジアをはじめ世界

に広く求めていかなければならない。引き続き自由貿易体制の推進により、

日本企業および日本産品の世界における平等な競争機会の確保に努めるほ

か、被災地産品の海外での販路拡大を図ることによって、被災地の雇用の

創出や経済の発展を促進する。 
 

（４）人々のつながりと支えあい 

 

① 地域包括ケアと社会的包摂の推進 

 

東日本大震災からの復興は、社会保障制度と深く関わる。震災後、被災

者が支え合う姿、全国からのボランティアが支援する姿は、「人々の絆や

つながり」という日本人と日本社会にある底力を再認識させた。 

「共助」を軸にした新たな包括支援・参加保障の仕組みを構築すること

は、これからの日本社会を作りだすことにつながる。 

被災地において、地域包括ケアを中心に据えた体制整備が人々の支えあ

いで行われることにより、保健・医療、介護・福祉サービスが一体的に提

供される。このことは、少子高齢化が進む日本社会において、将来にわた

って、大きな励みとなるものであり、様々な人々の交流により構築される

モデルが日本全国に広がることを期待したい。 

被災者の生活再建と被災地の復興に向けた様々な課題に対応し、復興を

目指すには、被災者や地域コミュニティが、その力を 大限発揮できるよ

うにすることが必要である。また、地域をこえた緩やかな絆が復興過程を

通じて日本全体に広がることも期待される。 
復興に際しては、声を出しにくい人々にも配慮することで、誰をも排除

しない包摂型の社会づくりを行うべきであり、その理念に基づく諸施策を

推進すべきである。 
たとえば、これまで地域に居場所を見出せなかった若者や、孤立しがち

な高齢者・障害者、声を上げにくかった女性などが、震災を契機に地域づ

                                                  
14 「ポイント制活用による出入国管理上の優遇制度」とは、職歴や研究実績等をポイント

化し、一定のポイントを取得した外国人に対し、在留期間の延長といった優遇措置を付与

するものである。 
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くりに主体的に参加することが重要である。とりわけ、男女共同参画の視

点は忘れられてはならない。こうして、「居場所と出番」を持てるようにす

ることで、これまで届くことのなかった声なき声が地域コミュニティに反

映され、地域の活力が高まることが望まれる。被災地の復興において、こ

のような社会的包摂が実現することで、新しい人々のつながりが現実化し、

新たな日本社会の発展につながることを期待したい。 
 

② 復興と「新しい公共」 

 

今回の大震災では、多数のボランティアが活動を行っている。また、国

内外から多額の義捐金・支援金が集まるなど、国民の間に助け合いの機運

が高まっている。 

阪神・淡路大震災では、それまでボランティア活動に縁がなかった人々

もボランティアとして全国から駆け付け、様々な救援活動を行い、「ボラン

ティア元年」と呼ばれた。その後、各地で発生した災害でも、多くのボラ

ンティアが救援活動を行っている。 

今回の大震災では、災害支援関係のＮＰＯ・ＮＧＯの全国横断的なネッ

トワークの発足、被災地への後方支援活動の実施、県・災害ボランティア

センター・自衛隊・政府現地対策本部による「被災者支援４者会議」の定

期開催など、これまでの震災とは異なる新しい動きがあり、ＮＰＯ、ボラ

ンティア活動が一段高い水準に達したことを示した。 

今後、被災地の復興および日本の再生を進めていくにあたっては、身近

な分野で多様な主体が共助の精神で活動することが重要である。こうした

動きを後押しし、「新しい公共」の力が 大限に発揮されるよう、活動現場

からの視点に立ち、制度・仕組みの構築等に取り組む必要がある。これに

よって、国民一人ひとりに居場所と出番があり、人に役立つ幸せを大切に

する社会を目指すべきである。 

 

（５）災害に強い国づくり 

 

① 震災に関する学術調査 

 

今回の大震災は、わが国の歴史においても、また、世界史的にも稀な巨

大災害であった。したがって、今後の防災対策を検討するため、東日本大

震災について、各分野において詳細な調査研究を行うことが極めて重要で

ある。 

その際、地震・津波の発生メカニズムの分析や、防潮堤等構造物の効果、

防災教育・訓練等ソフト対策の効果など、これまでの防災対策の長短あわ

せた再検証等が必要である。これに加え、避難行動など被災者が有する情

報は、今後の教訓として重要である。さらに、被災者の心情や調査回数、

個人情報保護の観点等に十分配慮しながら、被災者に対する聞き取りなど

を実施することが重要である。 

また、現在、各機関が様々な調査研究を実施・予定しているが、それら
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を有機的に連携し、総合的な調査となるような配慮が必要である。その調

査結果については、研究者をはじめ広く一般にもアクセス可能で海外にも

開かれたデータベース等を構築することが求められる。 

今回の震災の経験を踏まえ、地震・津波災害と大震災からの復興過程に

関する国際共同研究を推進すべきである。 

 

② 今後の地震・津波災害への備え 

 

わが国はプレート境界部に位置し、甚大な被害をもたらす地震・津波は、

全国どこでも発生する可能性がある。また、沿岸低地部に人口や資産が集

中しており、津波による被害を受けやすい状況となっている。地震・津波

の大きなリスクの存在を再認識し、被災した場合であっても、これをしな

やかに受け止め、経済活動をはじめ諸活動が円滑に行われていくような災

害に強い国づくりを進めるべきである。こうした「減災」の考え方に基づ

く国づくりは、日本の一つの強みとなる。 

国は、被害想定のあり方と地震・津波対策の方向性を提示し、防災基本

計画の見直し等に反映することが必要である。特に、今世紀前半の発生が

懸念され、大きな津波を伴うことが想定される東海・東南海・南海地震へ

の対策については、今回の教訓を踏まえ、新しい対策の方向性を示す必要

がある。また、同じく発生が懸念される首都直下地震については、日本の

みならず、世界への影響も十分考慮して、対策を強化するべきである。加

えて、地震・津波の観測体制の強化、津波予報のあり方等の検討を図るべ

きである。 

大規模な災害においては、国や地方公共団体が行う「公助」、国民一人一

人や企業等が自ら取り組む「自助」、地域の人々や企業、団体が力を合わせ

て助け合う「共助」が、ともに重要である。少子高齢化、グローバル化の

進展等を踏まえ、高齢者、外国人などの災害時要援護者への配慮も重要で

ある。その際、災害発生時に治安上の問題が生じないように、住宅、店舗

等の防犯対策など、犯罪の起きにくい地域づくりを推進する。また、今回

の救援活動における警察、消防、海上保安庁、自衛隊などの役割の大きさ

を踏まえ、国と地方公共団体との連携強化も重要な課題である。 

 

③ 防災・「減災」と国土利用 

 

今回の大震災のように未曾有の大災害が生じた場合でも、わが国全体と

しての経済社会活動が円滑に行われるよう、国土利用のあり方そのものを

考えねばならない。その際には、「減災」という考え方に基づいて、生命・

身体・財産を守る安全面に十分配慮する必要がある。 

そのため、防災拠点の整備とともに、広域交通・情報通信網、石油・ガ

スなどのエネルギー供給網や施設、上下水道などの社会基盤について、施

設そのものの防災対策の強化と同時に、これらのルートの多重化が必要で

ある。また、産業の空洞化を防止する上でも、災害に強い供給網（サプラ

イチェーン）の構築を図ることが不可欠である。 
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国土の防災性を高める観点から、首都直下地震の可能性などを考慮し、

各種機能のバックアップのあり方、機能分担・配置のあり方など広域的な

国土政策の検討が必要である。 

 

④ 災害の記録と伝承 

 

わが国は、過去、幾度となく災害を経験し、その度ごとに、その教訓を

活かし、防災対策を強化してきた。一方、特に歴史上数少ない災害につい

ては、時間の経過とともにその教訓は、忘却され、風化しやすい面もある。

今後、同様の被害を起こさないために、地域・世代を超えて今回の教訓を

共有化することが必要である。 

今回の大震災時における日本人の態度に対し、海外において賞賛する報

道も少なくない。そこで、海外からの大きな支援を受けたわが国にとり、

今回の教訓を国際公共財として海外と共有することが必要である。こうし

て、防災・「減災」の分野で国際社会に積極的に貢献していくことは、わが

国が今後果たすべき責務である。復旧・復興過程での教訓を活かして、ア

ジアをはじめとする途上国の人材を育成するなど、人の絆を大切にした国

際協力を積極的に推進すべきである。その観点から、被災地における国内・

国際会議の開催・誘致を検討しなければならない。 

地震・津波災害、原子力災害の記録・教訓について、中核的な施設を整

備した上で、地方公共団体や大学など地元との十分な連携を図り、さらに

官民コンソーシアムを活用した保存・公開体制をつくり出すべきである。

また、原資料、津波災害遺産などを早期に収集し、国内外を問わず、誰も

がアクセス可能な一元的に保存・活用できる仕組みを構築することが重要

である。その際、関係する資料・映像等のデジタル化にも取り組み、新し

い情報通信技術を用いたフィールドミュージアムの構築も推進すべきであ

る。 

そして、この大震災を忘れないためにも、多くの人々が参加し、地元発

意のもと、地域特性に応じた樹種を選定して、「鎮魂の森」を整備すること

が望まれる。 
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Ⅲ．結び 

 

人と人とを「つなぐ」ことで、復興過程は満たされていく。しかし復興は

一様に進むわけではない。人の人生と同じく山あり谷ありである。復興の初

期において注目すべきなのは、この国には困難の後に、必ずや「復興バネ」

とも言うべきものが働くということである。茫然自失と悲哀の 中にあって、

「まずはこれをせねば」という具体的目標が設定された時、この国の人々は

まなじりを決して勢いよく立ち上がる。そして一心不乱に復興の実現に寄与

していく。ふと気づくと当初の「悲惨」から再生への過程のなかで「希望」

のあかりがあたりを照らし出しているではないか。 

  復興が苦しいのもまた事実だ。耐え忍んでこそと思うものの、つい「公助」

や「共助」に頼りがちの気持が生ずる。しかし、恃むところは自分自身との

「自助」の精神に立って、敢然として復興への道を歩むなかで「希望」の光

が再び見えてくる。だから自ら人とつなぐはよし、いつのまにやら人とつな

がれていたでは悲しい。復興への苦闘のなかでこそ、人は主体性を取り戻し、

そこに「希望」を見出していくのだから。 

  こうして見出された「希望」は、この国の若い世代に積極的なメッセージ

として発信されねばならない。それは復興への参加を通じて、この国に住み

続け、この国をよくしようと思える何らかの果実が、若い世代の心のなかに

生まれることだ。この国が好きだ、この国と「共生」しようと思ってくれる

か否か。復興の先に、若い世代を主体とするこの国の姿を見出したい。 

  のど元過ぎれば熱さ忘れるという格言がある。「災後」の「減災」の考え方

が、この国に定着するかどうか。かつて地震学をも研究した寺田寅彦はこう

言った。関東大震災から１２年たった時のことだ。「いつ来るかもわからない

津波の心配よりも、あすの米びつの心配のほうがより現実的である」と。わ

れわれもまたこの誘惑に負けそうになるかもしれぬ。 

しかし寅彦の警句を超える手強い事態があることを忘れてはならない。何

あろう、それこそが未だ解決の契機を得ず原発事故に苦しみ続けるフクシマ

の姿に他ならない。もはや「元のもくあみ」にはなれぬことを、原発事故は

明示しているからだ。 

地震と津波は今後もおこりうるという前提の下、「減災」の考え方で進むこ

とになる。では、原発事故については、果たしてどうなのか。 

フクシマ再生の槌音は、いくら耳をすませても聞こえてはこない。その地

はまだ色も香もない恐怖の君臨に委ねられている。だから、静かな怒り以上

のものにはなりえない。フクシマの再生を世界の人々とともに祝（ことほ）

ぐことのできる日が少しでも早く来たらんことを、望んでやまない。 

 

以上をもって、われわれの「提言」は終わる。 

われわれは、まず、「減災」の考え方に基づく市町村主体の新しい地域づく

りの方法を提案した。 

次いで、地域再生のため、さまざまな産業の活性化の方向性を提示した。 

さらに、原子力災害に対する対応策を示すとともに、再生可能エネルギー
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推進による、日本のエネルギー構造の新たな方向を提唱した。 

その上で、つながり支えあうことによる開かれた復興への道筋を提起した。 

大震災からの復興の槌音が、日本全体の再生に結びつくことをわれわれは

深く願う。 

この「提言」は、「悲惨」のなかにある被災地の人々と心を一つにし、全国

民的な連帯と支えあいのもとで、被災地に「希望」のあかりをともすことを

願って、構想されたものである。 

政府が、この「提言」を真摯に受け止め、誠実に、すみやかに実行するこ

とを強く求める。 
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審議の経過

※ 意見発表者の役職は全て当時のもの

○東日本大震災復興構想会議

第 １ 回 平成２３年４月１４日（木）

諮問、会議の運営、今後の進め方

第 ２ 回 平成２３年４月２３日（土）

委員からの発表①

第 ３ 回 平成２３年４月３０日（土）

有識者からのヒアリング

［発表者 ： （財）地方自治研究機構 会長 石原 信雄 氏※

（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 理事長 貝原 俊民 氏］［ 発表者 ：※

関係者からのヒアリング

［発表者 ： （社）日本経済団体連合会※

副会長・震災復興特別委員会共同委員長 岩沙 弘道 氏［ 発表者 ： （社）※

（公社）経済同友会 副代表幹事・専務理事 前原 金一 氏［発 表者※

日本商工会議所 副会頭、東北六県商工会議所連合会会長［発表 者※

仙台商工会議所会頭 鎌田 宏 氏］※

委員からの発表②

現地視察 平成２３年５月 ２日（月） 福島県

平成２３年５月 ４日（水） 宮城県

平成２３年５月 ７日（土） 岩手県

第 ４ 回 平成２３年５月１０日（火）

現地視察報告

委員からの発表③

「復興構想７原則」を決定・公表
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第 ５ 回 平成２３年５月１４日（土）

自由討議

第 ６ 回 平成２３年５月２１日（土）

自由討議

第 ７ 回 平成２３年５月２９日（日）

「これまでの審議過程において出された主な意見」を決定・公表

検討部会における検討の状況について①

第 ８ 回 平成２３年６月 ４日（土）

検討部会における検討の状況について②

第 ９ 回 平成２３年６月１１日（土）

検討部会における検討の状況について③

「提言骨子（たたき台 」を討議・公表）

第１０回 平成２３年６月１８日（土）

提言（案）について①

第１１回 平成２３年６月２２日（水）

提言（案）について②

第１２回 平成２３年６月２５日（土）

「復興への提言 ～悲惨のなかの希望～ 」を決定、内閣総理大臣に手交

※ 被災市町村の復興構想・復興計画に関する現状と意向を把握するため、５月１６日

（月）から「市町村復興構想意向調査」を実施。第９回会議で結果を公表。
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○検討部会

第 １ 回 平成２３年４月２０日（水）

運営要領、今後の進め方

第 ２ 回 平成２３年４月２４日（日）

専門委員からの発表①

第 ３ 回 平成２３年４月２９日（金）

専門委員からの発表②

第 ４ 回 平成２３年５月 ７日（土）

自由討議

第 ５ 回 平成２３年５月１１日（水）

自由討議

第 ６ 回 平成２３年５月２４日（火）

「復興構想会議」からの指示事項等の検討について①

第 ７ 回 平成２３年６月 ９日（木）

「復興構想会議」からの指示事項等の検討について②

第 ８ 回 平成２３年６月１４日（火）

「復興構想会議」からの指示事項等の検討について③

「復興への提言」骨子（たたき台）について

※ 上記と並行して、５月１８日（水）から６月７日（火）までに、少人数の専門委員

等によるテーマ別の「ワークショップ」による検討を１６回実施。
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東日本大震災復興構想会議の開催について 

 

平成 23 年４月 11 日 

閣 議 決 定 

 

１ 趣旨 

未曾有の被害をもたらした東日本大震災からの復興に当たっては、被災者、被

災地の住民のみならず、今を生きる国民全体が相互扶助と連帯の下でそれぞれの

役割を担っていくことが必要不可欠であるとともに、復旧の段階から、単なる復

旧ではなく、未来に向けた創造的復興を目指していくことが重要である。このた

め、被災地の住民に未来への明るい希望と勇気を与えるとともに、国民全体が共

有でき、豊かで活力ある日本の再生につながる復興構想を早期に取りまとめるこ

とが求められている。 

このため、有識者からなる東日本大震災復興構想会議（以下「会議」という。）

を開催し、復興に向けた指針策定のための復興構想について幅広く議論を行うこ

ととし、会議の議論の結果を、復興に関する指針等に反映させるものとする。 

 

２ 構成 

（１）会議は、震災からの復興に関し識見を有する者により構成し、内閣総理大臣

が開催する。 

（２）会議の議長は、内閣総理大臣が指名する。また、議長を補佐させるため、内

閣総理大臣は議長代理を置くことができる。 

（３）会議は、必要に応じ、部会を開催することができる。部会の構成員は、震災

からの復興に関し専門的知識を有する者の中から内閣総理大臣が指名する。 

（４）部会の部会長は、議長が指名する。 

（５）内閣総理大臣は、会議に対し必要に応じ助言を行う特別顧問を指名すること

ができる。 

 

３ その他 

  会議の庶務は、内閣官房において処理する。  
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閣 副 第 １ ２ ０ 号

平成２３年４月１４日

東日本大震災復興構想会議議長 殿

菅 直人内閣総理大臣

諮 問

貴会議に下記の事項を諮問します。

記

「東日本大震災による被災地域の復興に向けた指針策定のための復興構

想について」

理 由

東日本大震災は、その被害が東日本の極めて広域に及ぶだけでなく、大

規模な地震と津波に加え原子力発電施設の事故が重なるという、未曾有の

複合的な大災害であり、かつ、その影響が我が国社会経済や産業に広範に

及んでいる。

今般の大震災は、単に被災地域だけの問題ではなく、今を生きる私たち

全てが自らのこととして受け止めるべきである。

我々は、この国家的な危機を乗り越え、被災地域における復興や生活の

再建を速やかに達成するとともに、今般の大震災によって我が国社会経済

や産業が受けた影響を克服し、豊かで活力ある日本の再生に向けて歩みだ
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さねばならない。

そのためには、国民の相互扶助及び連帯の下、国、地方公共団体、民間

事業者・ 等の適切な役割分担と協働、地方公共団体相互の連携を基本NPO

として、地域住民の意向を尊重しつつ、叡智を結集し、日本経済の総力を
えい

挙げて、単なる復旧ではない未来志向の創造的な取組を進めていく必要が

ある。

その際、自らも被災に苦しみ、行政機能の発揮が困難な状況にある市町

村への配慮が必要である。

被災地域の復興は、二度と再び今回の様な惨禍を招かず、いかなる立場

の人でも安全で安心に暮らしていける強固な地域づくりを進めることが何

よりも重要である。

また、それぞれの地域の個性に着目して、地域の資源を活かした地場産

業や新たな産業の立地・創出等による地域の雇用と経済の再生を併せて図

るとともに、被災地域が守り続けてきた伝統ある文化や地域社会の強い絆

は守り育てていかねばならない。

さらに、新たな取組においては、人口減少、高齢化等の課題に果敢に取

り組み、環境と調和するシステムを構築するなど我が国をリードする先駆

的な地域の創出を目指すことが重要である。

大震災の発生以降、捜索・救助、応急復旧、避難生活の支援等に全力を

挙げた取組が進められてきた。引き続き、こうした対応に万全を期しなが

ら、将来を見据えた復興へと地域が円滑に歩んでいけるようにしていかな

ければならない。

その際、原子力発電施設の事故による被災地域については、まずは、原

子力発電所の安全確保、放射性物質の飛散防止等の対策に万全を期し、不

安の解消に取り組むべきであり、こうした点に十分配慮することが復興に

向けての不可欠な大前提である。

加えて、今般の大震災は単に被災地域のみならず、我が国の産業・経済

基盤にも計り知れない影響を与えており、こうした点も重視する必要があ

る。

被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。また、日本経済の再生

なくして被災地域の真の復興はない。この震災が我が国社会経済や産業に

もたらした広範な影響を乗り越え、被災地のみならず我が国の再生を図っ

ていくためには、幅広い見地から復興に向けた指針策定のための復興構想

について検討する必要がある。

貴会議におかれては、自由闊達なご議論を通じ、未来に向けた骨太の青
かつ

写真を描いていただきたい。

これが今回の諮問を行う理由である。
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（抄）東日本大震災復興基本法（平成二十三年法律第七十六号）

（東日本大震災復興構想会議の設置等）

第十八条 本部に、東日本大震災復興構想会議を置く。

２ 東日本大震災復興構想会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 本部長の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審

議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。

二 東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要がある

と認める場合に本部長に意見を述べること。

３ 東日本大震災復興構想会議は、議長及び委員二十五人以内をもって組織する。

、 、４ 議長及び委員は 関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから

内閣総理大臣が任命する。
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図表 1 津波防災地域・まちづくりに関連する施策のイメージ
図表 2 防波堤・防潮堤、二線堤のイメージ
図表 3 【類型１】平地に都市機能が存在し、ほとんどが被災した地域
図表 4 【類型２】平地の市街地が被災し、高台の市街地は被災を免れた地域
図表 5 【類型３】斜面が海岸に迫り、平地の少ない市街地および集落
図表 6 【類型４】海岸平野部
図表 7 粘り強い防潮堤のイメージ
図表 8 防災集団移転促進事業
図表 9 土地利用規制の関連法について
図表 10 地域包括ケアを中心とした地域づくり
図表 11 農村コミュニティのイメージ
図表 12 漁港の機能分担と今後の復旧・復興に向けて（沿岸漁業・地域）
図表 13 漁港の機能分担と今後の復旧・復興に向けて（沖合遠洋漁業・水産基地）
図表 14 年間最適傾斜角の斜面日射量
図表 15 局所風況マップ
図表 16 スマートコミュニティ
図表 17 スマートビレッジ
図表 18 「特区」手法のイメージ
図表 19 「計画的避難区域」および「緊急時避難準備区域」

提言本文に使用する図表（作成中）

（本図表は体裁を整えたのち、提言の冊子化に併せて提言本文に掲載予定）
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ソ
フ
ト

ハ
ー
ド

直接的（防護） 間接的（避難）

防波堤、防潮堤等の整備
水門の自動化

土地利用規制

高台への集団移転

避難路の整備二線堤

津波避難ビル・避難
所の指定・整備

コミュニティづくり

観測網の整備
津波予報、避難勧告等
の迅速・的確な伝達

避難計画の作成
ハザードマップの整備

防災教育・訓練

図表１ 津波防災地域・まちづくりに関連する施策のイメージ
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防潮堤防潮堤 二線堤二線堤防波堤防波堤

産業機能
市街地、集落港湾、漁港機能

図表２ 防波堤・防潮堤、二線堤のイメージ
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土台

海
岸
堤
防

コンクリート等による被覆
により洗掘を防止

土台

津波が堤防背後に
流れ込むことにより
土台等が洗掘

■現 状 ■改良後

資料７ 粘り強い防潮堤のイメージ
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○事業概要
災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域（移転促進
区域）内にある住居の集団的移転を促進するため、当該地方公共団体に対し、事業費の一部補助を行う。

○事業計画の策定
市町村は、移転促進区域の設定、住宅団地の整備、移転者に対する助成等について、国土交通大臣に
協議しその同意を得て、集団移転促進事業計画を定める。

○住宅団地の整備
１０戸以上（移転しようとする住民の数が２０戸以上を超える場合には、その半数以上の戸数）

○補助対象（補助率３／４）
①住宅団地の用地取得及び造成に要する費用
②移転者の住宅建設・土地購入に対する補助に要する費用
③住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設等の公共施設の整備に要する費用
④移転促進区域内の農地及び宅地の買取に要する費用
⑤移転者の住居の移転に関連して必要と認められる作業所等の整備に要する費用
⑥移転者の住居の移転に対する補助に要する経費

図表８ 防災集団移転促進事業
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区 分 区 域 区 域 の 指 定 手 続
換 地 計 画
手続きの有無

漁 港 漁港区域
【漁港漁場整備法】

○市町村長が関係地方公共団体の意見を聴いて漁港区域を指定・変更。
○指定・変更に当たり農林水産大臣の認可。農林水産大臣は国土交通大臣に協議。
○河川区域・海岸保全区域に係るときは、河川管理者・海岸管理者に協議。
※ 第１種漁港の場合

無

港 湾 港湾区域
【港湾法】

○港務局が国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けて港湾区域を指定・変更。
○認可に当たり、河川区域・海岸保全区域に係るときは河川管理者・海岸管理者に協議。 無

海 岸 海岸保全区域
【海岸法】

○都道府県知事が海岸保全区域を指定・変更
○指定・変更に当たり各区域の管理者※に協議。重要港湾の場合は港湾管理者が国土交
通大臣に協議。

※ 管理者：港湾区域は港湾管理者、漁港区域は漁港管理者

無

市 街 地 都市計画区域
【都市計画法】

○都道府県が都市計画区域を指定・変更
○指定に当たり関係市町村からの意見聴取、国土交通大臣の同意。
○市街化区域を定める場合、国土交通大臣は農林水産大臣に協議、経済産業大臣・環境
大臣から意見聴取。

有

農 地 農用地区域
【農振法】

○市町村が農業振興地域整備計画において設定・変更。
○設定・変更に当たり都道府県知事の同意。 有

森 林 地域森林計画区
・保安林
【森林法】

○都道府県知事が地域森林計画区を設定・変更。
○農林水産大臣は水源のかん養等のために必要があるときは保安林を指定。 無

自然公園 国立公園、
国定公園地域
【自然公園法】

○環境大臣は都道府県からの意見聴取等を経て国立公園・国定公園を指定。
○指定・変更に当たり関係行政機関の長に協議。 無

図表９ 土地利用規制の関連法について
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数千人規模のコミュニティ（小中学校区）

地域包括支援センター

市役所

病院

数万人規模のコミュニティ

（市町村レベル）

○ 高齢者が培ってきた技術技能の継承
のため、若年者等とペアで木材製品等
を製造。若年者の定着率向上に貢献。

高齢者と若年者の協働ものづくり

職場

老健施設

障害者（児）相談支援拠点

学校

小規模多機能型施設

24時間地域巡回型訪問サービス
（訪問看護を含む。）

コミュニティの交流拠点
・高齢者・障害者・子どもがわけへだてなく交流
・学校・医療・福祉施設を街の中心に集積

（自らの住まいで終末期まで生活）

居住地

在宅療養支援医療機関

高齢者・障害者への
訪問サービス

薬局

一体的整備・共同利用

（分けへだてなく交流）

認定こども園
放課後児童クラブ等

○ 訪問看護や障害者への自立支援。
高齢者を雇用し、介護タクシー事業
を拡大。

高齢者を支える介護事業資料10 地域包括ケアを中心とした地域づくり
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直売所

里山

大区画ほ場

農産物加工施設

農業の低コスト化
に向けた取組

集落で農地の利用や施設の
管理を共同で行うことにより、
低コスト化に取り組む

機械の共同利用

水利施設等の
保全活動

土地利用の調整・集落営農

（取組の例）

高齢者や女性も加わり、集落での
６次産業化の取組を推進

農業の高付加価値化
に向けた取組

直売所での販売
食品加工による
特産品づくり

（取組の例）

農業経営の多角化
に向けた取組

非農家や都市住民の協力
も得て地域資源を活用した
様々な活動を展開

棚田

景観や生物多様性
の保全

（取組の例）

グリーン・ツーリズム

農家民宿

集落コミュニティ
での話し合い

図表11 農村コミュニティのイメージ
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水産物の流れ 出漁

養殖場 沿岸漁場

陸送

陸送

地域の消費地へ

地域の消費地へ

○地域水産業の基盤としての漁港 （ ）

地域水産業の拠点
となる漁港の機能
の充実を検討する
とともに、復旧・復
興事業の必要性の
高い漁港から、必
要な施設を選定し
事業に着手

図表12 漁港の機能分担と今後の復旧・復興に向けて（沿岸漁業・地域）
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漁場

水産物の流れ 出漁

県外船等全国の漁
船が陸揚げ

更なる流通機
能等の高度化
を検討

陸送

全国の消費地へ

陸送
養殖場

○全国的な水産物の生産・流通の拠点漁港 （ ）

図表13 漁港の機能分担と今後の復旧・復興に向けて（沖合遠洋漁業・水産基地）
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「NEDO太陽光発電フィールドテスト事業に関するガイドライン」

図表14 年間最適傾斜角の斜面日射量
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図表15 局所風況マップ
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 地域冷暖房・熱電併給
（コジェネ）

 BEMS (ビル・エネルギー・

マネジメントシステム)

防災拠点
再生可能エネルギーと蓄
電池、コジェネを整備

集中電源
（系統電力）

電力供給

熱供給

図表16 スマートコミュニティ

地域全体のエネルギー需給をコントロールするセンター
（エネルギー・マネジメントシステム）

再生可能エネルギーの変動にあわせた需給バランスの調整

大型蓄電池

洋上風力発電

太陽光発電

大規模太陽光発電
（メガソーラー）陸上風力発電

個々の住宅
再生可能エネルギー、蓄
電池、コジェネHEMS（ホー
ム・エネルギー・マネジメン

トシステム等を利用

 電気自動車の共同利用システム
 電気、燃料電池バス

電力インフラとしても活用可能
電力不足時：電気自動車→家庭
電力余剰時：家庭→電気自動車

 バイオマス発電・熱供給
 ガス、石油の供給施設

次世代自動車向けのエネ
ルギー供給ステーション
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電力供給

熱供給

風力発電

小水力発電

間伐材

太陽光発電

木質バイオマス

家畜排せつ物等

高台の集落
再生可能エネルギー、蓄電
池、コジェネHEMS等を利用

農業用施設
ハウスへの
熱・電供給

水産加工流通施設
（冷温供給）

大規模合板工場

製材工場

バイオマス発電所
（熱電併給）

エネルギー・マネジメントシステム
再生可能エネルギーの変動に
あわせた需給バランスの調整

木材産業への
熱・電供給

運搬

図表17 スマートビレッジ
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①今回の被災地域に
限定した特区制度

地理的範囲

時 間 軸

被災地域に限定して
実施する措置

被災地域に限定せず、周辺地域等も
含めて実施する措置

今回の震災への対応に
限定して実施する措置

将来における類似の災害への対応も含
めた一般的対策として実施する措置

②今回の被災地域
以外のエリアを含め
た特別措置

③将来の類似の災害にも
対応できる一般措置

図表18 「特区」手法のイメージ
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図19 「計画的避難区域」および「緊急時避難準備区域」
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資料 1 1900年以降に発生した地震の規模の大きなもの上位10位

資料 2 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の概要

資料 3 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震における津波の痕跡

資料 4 東日本大震災における都道府県別人的被害

資料 5 東日本大震災における都道府県別住家被害

資料 6 沿岸市町村の死者・行方不明者及び建物被害数

資料 7 救助等総数

資料 8 ライフライン・インフラ等の被害

資料 9 阪神・淡路大震災と東日本大震災の比較

資料 10 関東大震災、阪神・淡路大震災と東日本大震災の死因比較

資料 11 東日本大震災の被害額

資料 12 阪神・淡路大震災当時とのマクロ経済環境の違い

資料 13 避難区域、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域（４／22～）の対象人口

資料 14 海外からの救助隊等の受入れ

提言資料編に使用する資料（作成中）

（本資料は体裁を整えたのち、提言の冊子化に併せて提言資料編に掲載予定）
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資料１ 1900 年以降に発生した地震の規模の大きなもの上位 10 位 

 

（平成 23 年 6 月 11 日現在）           

順位 日時（日本時間） 発生場所 
マグニチュード

（Mw） 

1 1960 年 5 月 23 日 チリ 9.5 

2 1964 年 3 月 28 日 アラスカ湾 9.2 

3 2004 年 12 月 26 日 インドネシア，スマトラ島北部西方沖 9.1 

4 2011 年 3 月 11 日 平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震 9.0 

1952 年 11 月 5 日 カムチャッカ半島 9.0 

6 2010 年 2 月 27 日 チリ，マウリ沖 8.8 

  1906 年 2 月 1 日 エクアドル沖 8.8 

8 1965 年 2 月 4 日 アラスカ，アリューシャン列島 8.7 

9 2005 年 3 月 29 日 インドネシア，スマトラ島北部 8.6 

  1950 年 8 月 16 日 チベット，アッサム 8.6 

  1957 年 3 月 10 日 アラスカ，アリューシャン列島 8.6 

※Mw：モーメントマグニチュード 

（米国地質調査所資料）           
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資料２ 平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の概要 

 

   項目 データ 

発生日時 平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分 

震源及び規模（推定） 三陸沖（北緯 38 度 6 分，東経 142 度 52 分，牡鹿半島の東南東 130km 付近）

深さ 24km，マグニチュード 9.0 

震源域 長さ約 450km，幅約 200km 

断層のすべり量 最大 20～30m 程度 

震源直上の海底の移動量 東南東に約 24m 移動，約 3m 隆起 

震度（震度 5 強以上の地域震度） 震度 7 宮城県北部 

震度 6 強 宮城県南部・中部，福島県中通り・浜通り，茨城県北

部・南部，栃木県北部・南部 

震度 6 弱 岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部，福島県会津，

群馬県南部，埼玉県南部，千葉県北西部 

震度 5 強 青森県三八上北・下北，岩手県沿岸北部，秋田県沿岸

南部・内陸南部，山形県村山・置賜，群馬県北部，埼

玉県北部，千葉県北東部・南部，東京都 23 区・多摩東

部，新島，神奈川県東部・西部，山梨県中部・西部，

山梨県東部・富士五湖 

（気象庁資料・海上保安庁資料による）        
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気象庁機動班による現地調査の結果（速報値）

主な調査地点における津波の痕跡から推定した津波の高さ（単位：ｍ）

資料３ 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における津波の痕跡
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資料４ 東日本大震災における都道府県別人的被害 

 

（平成 23 年６月 13 日現在）           

※津波により水没した地域があり、全容把握に至っていない           

都道府県名 死者 行方不明 負傷者 

岩  手  県 4,533  2,786  167  

宮  城  県 9,231  4,775  3,461  

福  島  県 1,595  366  236  

全 国 合 計 15,424  7,931  5,367  

（注）茨城県沖を震源とする地震（３月 11 日），宮城県沖を震源とする地震（４月７日），

福島県浜通りを震源とする地震（４月 11 日）及び福島県中通りを震源とする地震

（４月 12 日）による被害を含む。 

（参考）阪神・淡路大震災の被害（平成 18 年５月 19 日消防庁確定） 

死者：6,434 名，行方不明者：３名，負傷者：43,792 名） 

（緊急災害対策本部資料）           

 

WIC-79



資料５ 東日本大震災における都道府県別住家被害 

 

（平成 23 年６月 13 日現在）           

※津波により水没した地域があり、全容把握に至っていない           

都道府県名 全壊 半壊 一部破損 

岩  手  県 20,945  2,811  2,086  

宮  城  県 73,087  31,814  42,949  

福  島  県 15,250  22,184  63,761  

全 国 合 計 112,528  75,463  344,551  

（注）茨城県沖を震源とする地震（３月 11 日），宮城県沖を震源とする地震（４月７日），

福島県浜通りを震源とする地震（４月 11 日）及び福島県中通りを震源とする地震

（４月 12 日）による被害を含む。 

（参考）阪神・淡路大震災の被害（平成 18 年５月 19 日消防庁確定） 

全壊：104,906 棟，半壊：144,274 棟，一部破損：390,506 棟 

（消防庁資料）          
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沿岸市町村の被害（岩手県）

沿岸市町村
市町村
人口

浸水範囲内
人口

死者
（名）

行方不明者
（名）

建物倒壊数
（棟）

洋野町
(種市町，大野町)

17,823 2,733 0 0 26

久慈市
(久慈市，山形村)

36,568 7,171 2 2 255

野田村 4,613 3,177 38 0 476

普代村 3,071 1,115 0 1 0

田野畑村 3,831 1,582 14 22 270

岩泉町 10,597 1,137 7 0 197

宮古市
(宮古市，田老町，
新里村，河井村)

58,917 18,378 415 355 4,675

山田町 18,634 11,418 575 296 3,184

大槌町 15,239 11,915 773 952 3,677

釜石市 39,119 13,164 853 452 3,723

大船渡市
（大船渡市，三陸町）

40,643 19,073 319 149 3,629

陸前高田市 23,164 16,640 1,506 643 3,341

合計 272,219 107,503 4,502 2,872 23,453

（出典）・市町村人口：岩手県毎月人口推計（平成23年3月1日現在） ・浸水範囲内人口：総務省統計局（平成23年4月26日）
・死者、行方不明者、建物倒壊数：岩手県「東北地方太平洋沖地震に係る人的被害・建物被害状況一覧
（平成23年5月31日現在）」
※沿岸市町村名の（）内は平成11年度以降の市町村合併前市町村名を記載。

市町村別内訳
（死者、行方不明者）

洋野町

久慈市

岩泉町

宮古市

山田町

大槌町

釜石市

大船渡市

陸前高田市

１０００名～

５００～９９９名

１００～４９９名

１０～ ９９名

１～ ９名

田野畑村

野田村

普代村

資料６ 沿岸市町村の死者・行方不明者及び建物被害数
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沿岸市町村の被害（宮城県）

沿岸市町村
市町村
人口

浸水範囲内
人口

死者
（名）

行方不明者
（名）

全壊棟数
（棟）

半壊家屋数
(棟)

気仙沼市
（気仙沼市，唐桑町，

吉本町）

73,279 40,331 957 532 8,383 1,861

南三陸町
（志津川町，歌津町）

17,382 14,389 519 664 3,877 調査中

石巻市
（石巻市，河北町，雄勝町，
河南町，桃生町，北上町，

牡鹿町）

160,336 112,276 3,025 2,770 28,000 調査中

女川町 9,965 8,048 481 550 3,021 46

東松島市
（矢本町，鳴瀬町）

42,859 34,014 1,038 198 4,791 4,410

松島町 15,017 4,053 2 2 103 390

利府町 34,249 542 1 2 12 84

塩竈市 56,325 18,718 21 1 386 1,217

七ヶ浜町 20,377 9,149 65 7 667 381

多賀城市 62,881 17,144 186 1 1,500 3,000

仙台市 1,046,902 29,962 699 180 9,877 8,227

名取市 73,576 12,155 907 124 2,676 773

岩沼市 44,138 8,051 180 3 699 1,057

亘理町 34,773 14,080 254 14 2,369 823

山元町 16,633 8,990 671 63 2,103 939

合計 1,708,692 331,902 9,006 5,111 68,464 23,208

（出典）・市町村人口：宮城県推計人口（平成23年2月1日） ・浸水範囲内人口：総務省統計局（平成23年4月26日）
・死者、行方不明者、全壊家屋数、半壊家屋数：宮城県「東日本大震災の被害等状況一覧 （平成23年5月31日現在）」

※沿岸市町村名の（）内は平成11年度以降の市町村合併前市町村名を記載。

市町村別内訳
（死者、行方不明者）

気仙沼市

南三陸町

石巻市

東松島市

松島町

七ヶ浜町
仙台市

名取市

岩沼市

亘理町

山元町

多賀城市

塩竈市

利府町

１０００名～

５００～９９９名

１００～４９９名

１０～ ９９名

１～ ９名

女川町
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沿岸市町村の被害（福島県）

沿岸市町村
市町村
人口

浸水範囲内
人口

死者
（名）

行方不明
者（名）

全壊棟数
（棟）

半壊家屋
数（棟）

新地町 8,176 4,666 94 20 548

相馬市 37,738 10,436 430 28 1,120 392

南相馬市
（原町市，小高町，

鹿島町）

70,834 13,377 540 166 4,682 975

浪江町 20,861 3,356 55 125

双葉町 6,884 1,278 26 9 58 5

大熊町 11,574 1,127 52 5 30

富岡町 15,959 1,401 8 12

楢葉町 7,679 1,746 11 2 50

広野町 5,397 1,385 2 1 102 38

いわき市 341,711 32,520 305 49 5,234 9,037

合計 526,813 71,292 1,523 417 11,824 10,447

（出典）
・市町村人口：福島県人口推計（平成23年2月1日） ・浸水範囲内人口：総務省統計局（平成23年4月26日）
・死者、行方不明者、全壊棟数、半壊家屋数：福島県「平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第192報）

（平成23年5月31日現在）」 ※空欄は被害状況速報に記載なし
※沿岸市町村名の（）内は平成11年度以降の市町村合併前市町村名を記載。

市町村別内訳
（死者、行方不明者）

新地町

相馬市

南相馬市

浪江町

双葉町
大熊町

楢葉町

広野町

いわき市

富岡町

１０００名～

５００～９９９名

１００～４９９名

１０～ ９９名

１～ ９名
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資料７ 救助等総数 

 

  警察庁 消防庁 海上保安庁 防衛省 合計 

３月１１日 32 名 3 名 18 名 

19,286 名   

３月１２日 397 名 641 名 229 名 

３月１３日 1,631 名 3728 名 28 名 

３月１４日 448 名 238 名 19 名 

３月１５日 1,183 名 2 名 24 名 

３月１６日 27 名 ― 24 名 

３月１７日 29 名 ― 1 名 

３月１８日 

  ～４月１９日 
2 名 2 名 17 名 

計 3,749 名 4,614 名 360 名 19,286 名 26,707 名

※各機関等による救出救助については、共同した救出救助活動を実施しているため，数について

は重複している場合もある 

※消防庁は被災各県の消防機関が連携して実施したものを含め，緊急消防援助隊の救助総数 

（緊急災害対策本部資料による） 
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１１１

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

電気 東北電力管内：停電約４６６万戸（３月１１日）
東京電力管内：停電約４０５万戸（３月１１日）

ガス 岩手県，宮城県，福島県における供給停止戸数：
都市ガス：約４２万戸（３月１１日），LPガス：約１６６万戸（３月１１日）

水道 １９県において，余震による被害も含めて少なくとも累計で約２２９万戸

下水道等 【下水道】１都１１県において，下水処理施設４８箇所，ポンプ施設７８箇所が稼働
停止。下水管渠の被害延長は約９４６km

【集落排水】１１県，４０３地区において被災

通信 NTT固定電話：約１００万回線不通（３月１３日）
携帯電話：停波基地局約１４，８００局（３月１２日）

電気 停電約２６０万戸

ガス 供給停止戸数約８４万５千戸

上水道 断水約１２７万戸

下水道 管きょ被災延長約２６０km

通信 交換機系：約２８万５千回線不通，加入者系：約１９万３千回線不通

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

市場・流通業 【市場】中央卸売市場では，仙台市中央市場本場，仙台市中央市場食肉市場，
福島市中央市場，いわき市中央市場において，施設被害が発生。
また，被災直後に休市，入荷の激減等の事態が発生。

【流通業】震災直後は，被災地にある総合スーパーの約３割，コンビニ店舗の
４割強など数多くの店舗が営業停止。

燃料 【製油所】東北・関東地方にある９製油所中６製油所が停止。
うち，２箇所で火災発生。

【SS】東北３県の稼働率は，総数１，８３４の約５３％（３月２０日）。

銀行 東北６県及び茨城県に本店のある７２金融機関の営業店約２，７００について，約
１０％に相当する約２８０が閉鎖（３月１４日時点）

郵便 岩手県，宮城県，福島県：
【郵便局】１，１０３局のうち，約５３％（５８３局）が営業停止（３月１４日時点）
【郵便】３０１エリアのうち，約１５％（５４４）が配達業務を実施できない状況（３

月１４日時点）

宅急便 岩手県，宮城県，福島県：
震災直後から一週間程度の間，全域で全サービス休止

放送 震災当初，確認できた範囲において，テレビ中継局が最大１２０箇所，ラジオ中
継局が最大４箇所停波。

各ライフライン・インフラなどにおいても，大規模な被害が発生した。

（出典）電気，ガス，下水道等，通信：被災者生活支援チームHP http://www.cao.go.jp/shien/index.html，水道：厚生労働省資料

（参考）阪神・淡路大震災

（出典）兵庫県HP「阪神・淡路大震災の支援・復旧状況」http://web.pref.hyogo.jp/pa17/pa17_000000002.html

（出典）被災者生活支援チームHP http://www.cao.go.jp/shien/index.html

参考資料１３ ライフライン・インフラ等の被害
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１１２

交
通

道路 高速道路１５路線，直轄道路６９区間，都道府県等管理国道１０２区間，都道府県道
等５３９区間で通行止め

鉄道 ３月１３日１５時時点で，東北，山形，秋田の各新幹線を含め，２２事業者６４路線が
地震の影響により，運行休止となっている。
（被災状況）東北新幹線：被災箇所約１２００箇所

在来線（JR）：（津波を受けた７線区以外）被災箇所約４，４００箇所
（津波を受けた７線区）駅舎流出２３駅，線路流出・埋没：約６０km，

橋けた流出・埋没１０１箇所など

バス 東北３県において，１９６両の車両損害（乗合６２両・貸切１３４両）及び１１５棟の社
屋等の損害（全壊３０棟・一部損壊８５棟）が発生。

航空 仙台空港が津波により使用不能。
（このほか花巻空港，茨城空港でターミナルビル天井落下などの被害）

港湾 国際拠点港湾及び重要港湾１４港，地方港湾１９港が津波等により港湾機能が停止。
（八戸港，久慈港，宮古港，釜石港，大船渡港，石巻港，仙台塩釜港（塩釜港区，仙台港区），相馬港，小名
浜港，茨城港（日立港区，常陸那珂港区，大洗港区），鹿島港）等

離島航路 気仙沼～大島，女川～江島，石巻～長渡，塩竈～朴島の４航路で，使用船舶の
陸上への乗り上げ等や岸壁の損傷が発生

フェリー 八戸港，仙台塩釜港（仙台地区），茨城港（大洗港区）の被災により寄港不可
能（八戸～苫小牧航路，名古屋～仙台～苫小牧航路，大洗～苫小牧航路）。

そ
の
他
基
盤

河川 国管理河川：堤防流出・決壊など２，１１５箇所の被害が発生
県・市町村管理河川：堤防流出・決壊など１，３６０箇所の被害が発生

海岸 岩手県，宮城県，福島県：
海岸堤防約３００kmのうち約１９０kmが全壊・半壊

漁港 岩手県，宮城県，福島県：
約２６０の漁港のほぼ全てが壊滅的な被害。被害報告額は，３県で計５，９４４億円

農地等 岩手県，宮城県，福島県：
津波により流失や冠水等の被害を受けた農地の推定面積は約２．３万ヘクタール
（耕地面積の５．２％）であり，農業用施設の被害箇所数は約７，４００。

文教施設 国立学校施設については７６校，公立学校施設については６，４１４校，社会教育・
体育，文化施設等については，２，９２８施設の被害が発生。主な被害は，校舎や
体育館の倒壊や半焼，津波による流出など。

医療施設 岩手県，宮城県，福島県：
全３８１病院において，全壊１１病院，一部損壊２９６病院。
＊一部損壊には建物の一部が利用不可能なものから設備等の損壊まで含まれる

が
れ
き

がれき 岩手県，宮城県，福島県のがれき推計量：
約２，４９０万 t（岩手県約６００万 t，宮城県約１，６００万 t，福島県約２９０万 t）

（出典）被災者生活支援チームHP http://www.cao.go.jp/shien/index.html，鉄道：国土交通省資料，JR東日本HP「設備の被
害・復旧状況について」http://www.jreast.co.jp/press/earthquake/index.html，港湾：国土交通省資料

（出典）被災者生活支援チームHP http://www.cao.go.jp/shien/index.html，文教施設：文部科学省資料，医療施設：厚生労働
省資料
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資料９ 阪神・淡路大震災と東日本大震災の比較 

 

  阪神・淡路大震災 東日本大震災 

発生日時 平成 7年 1月 17 日 5:46 平成 23 年 3 月 11 日 14:46 

マグニチュード 7.3 9.0 

地震型 直下型 海溝型 

被災地 都市部中心 農林水産地域中心 

震度 6弱以上県数 1 県（兵庫） 
8 県(宮城，福島，茨城，栃木，岩手，群馬，埼

玉，千葉) 

津波 数十 cm の津波の報告あり，被害なし 
各地で大津波を観測（最大波 相馬 9.3m 以上，

宮古 8.5m 以上，大船渡 8.0m 以上） 

被害の特徴 
建築物の倒壊。 

長田区を中心に大規模火災が発生。 

大津波により，沿岸部で甚大な被害が発生，多

数の地区が壊滅。 

死者 

行方不明者 

死者 6,434 名 

行方不明者 3 名 

(平成 18 年 5 月 19 日) 

死者 15,424 名 

行方不明者 7,932 名 

(平成 23 年 6 月 13 日現在) 

住家被害 

（全壊） 
104,906 

112,528 

(平成 23 年 6 月 13 日現在) 

災害救助法の適用 25 市町（2府県） 

241 市区町村（10 都県） 

（※）長野県北部を震源とする地震で適用され

た 4市町村（2県）を含む 

（内閣府資料）      
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関東大震災における死因

（出典）日本地震工学会「『日本地震工学会論文集Vol.4, No.4September 
2004』、関東地震（1923年9月1日）による被害要因別死者数の推定、諸井
孝文・武村雅之」

阪神・淡路大震災
における死因

出典：「神戸市内における検死統計（兵庫県監察医，平成7年）」

建物倒壊による頭部損傷、内臓損傷、
頸部損傷、窒息・外傷性ショック等

83.3%

不詳
3.9%

焼死
12.8%

火災
87.1%

流失埋没
1.0%

家屋全潰
10.5%

工場等の被害
1.4%

死者・行方不明者 105,385名 死者 6,434名
行方不明者 3名

資料10 関東大震災、阪神・淡路大震災と東日本大震災の死因比較

※東日本大震災のデータは作成中
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資料11 東日本大震災の被害額

被害額 備考

内閣府推計
(6月24日公表)

約16兆9千億円 • 各県及び関係府省からのストック
（建築物、ライフライン施設、社会基
盤施設等）の被害額に関する情報提
供に基づき、取りまとめたもの。今後、
被害の詳細が判明するに伴い、変
動があり得る。

• 原子力事故による被害は含んでい
ない。

被害額 復旧・復興のための事業費

国土庁推計
（平成7年2月14日）

約9兆6千億円

国費 5兆200億円
（平成6年度～平成11年度）

※平成12年2月総理府「阪神・淡路大震災復興誌」より

（注）兵庫県（復興 1 0年総括検証・提言報告）によれば、平成 6
年度～平成 1 6年度の民間事業者等の負担も含めた復興事
業費は 1 6兆 3 0 0 0億円 （ う ち 、国は直轄事業、補助金等で
6兆980億円を負担）。

兵庫県推計
（平成7年4月5日）

約9兆9,268億円

（参考２）阪神・淡路大震災の被害額等

（内訳）

（参考１）検討部会・河野専門委員推計(6月13日公表)

被害額 復旧・復興のための国費 備考

16.0～22.3兆円 14.1～20.0兆円 原子力事故による被害は含まない。

建築物等 約10兆4千億円

ライフライン施設 約1兆3千億円

社会基盤施設 約2兆2千億円

農林水産関係 約1兆9千億円

その他 約1兆1千億円
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阪神・淡路大震災当時 東日本大震災

経済財政状況

①名目ＧＤＰ

②国・地方の基礎的財政収支

③一般会計公債依存度

④国・地方の長期債務残高

⑤日本国債の格付け

①489兆円（Ｈ6年度）

②対名目ＧＤＰ比▲3.2％（Ｈ6年度）

③22.4％（Ｈ6年度）

④368兆円（Ｈ6年度末）（対名目ＧＤＰ比75％）

⑤Moody’s: Aaa, S&P: AAA, Fitch: AAA

①479兆円（Ｈ22年度見通し）

②対名目ＧＤＰ比▲6.5％（Ｈ22年度末見込み）

③45.8％（Ｈ22年度補正後）

④869兆円（Ｈ22年度末見込み）（対名目ＧＤＰ比181％）

⑤Moody’s: Aa2, S&P: AA-, Fitch: AA-

社会保障関連の状況

①65歳以上人口とその割合

②社会保障給付費

①1759万人（14.1％、Ｈ6年10月）

②60.5兆円（Ｈ6年度）

①2958万人（23.1％、Ｈ22年10月）

②105.5兆円（Ｈ22年度見込み）

資料12 阪神・淡路大震災当時とのマクロ経済環境の違い
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第１部 東日本大震災

７０

計画的避難区域
対象市町村

計画的避難区域
人口（人）

飯舘村（全域） 約６，２００

葛尾村（２０km圏外） 約１，３００

浪江町（２０km圏外） 約１，３００

川俣町（一部） 約１，２００

南相馬市（一部） 約１０

合 計 約１０，０００

緊急時避難準備区域
対象市町村

緊急時避難準備
区域人口（人）

広野町（全域） 約５，４００

楢葉町（２０km圏外） 約１０

川内村（２０km圏外） 約１，７００

田村市（一部）（注） 約４，０００

南相馬市（一部） 約４７，４００

合 計 約５８，５００

市町村名
避難区域人口（人）
�
�
�
福島第一２０km圏
福島第二８km圏

�
�
�

田村市 約６００

南相馬市 約１４，３００

楢葉町 約７，７００

富岡町
（全域２０km圏内） 約１６，０００

川内村 約１，１００

大熊町
（全域２０km圏内） 約１１，５００

双葉町
（全域２０km圏内） 約６，９００

浪江町 約１９，６００

葛尾村 約３００

合 計 約７８，０００

（注）データ集計上の制約から，一部２０km圏内との重複がある。
※平成２２年国勢調査を基に推計
※「一部」とある市町の人口は，当該市町が把握している該当区域の人口
※福島県の避難者数は約９９，０００人（県外への避難を含む。また，原子力災害の他に地震・津波による避難も含む）（５
月末現在）

表２－２－１ 避難区域，計画的避難区域及び緊急時避難準備区域（４／２２～）の対象人口

内の区域に係る屋内退避の指示を解除する一方で，未だ安定しない事故の状況にかんが
み，緊急時における避難等の対応が求められる可能性が否定できない地域については，緊
急時の屋内退避や避難が可能な準備を求める「緊急時避難準備区域」に設定した（４月２２
日）。
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資料 14 海外からの救助隊等の受入れ 

 

（平成 23 年 6 月 23 日現在）

  国・地域・機関名 構成 日本到着・出国日 活動場所 

1 韓国 

スタッフ 5 名 3/12 到着 

宮城県仙台市 
救助犬 2 匹 3/23 出国 

救助隊員 102 名 
3/14 到着 

3/23 出国 

2 シンガポール 
スタッフ 5 名 3/12 到着 

福島県相馬市 
救助犬 5 匹 3/16 出国 

3 ドイツ 
救助隊員 41 名 3/13 到着 

宮城県南三陸町 
救助犬 3 匹 3/19 出国 

4 スイス 
救助隊員 27 名 3/13 到着 

宮城県南三陸町 
救助犬 9 匹 3/19 出国 

5 米国 

救助隊員 144 名 3/13 到着 
岩手県大船渡市、釜石

市 
（フェアファックス隊、ロサンゼルス隊、

各隊とも救助犬を含む） 
3/19 出国 

原子力規制委員会専門家 11 名 

3/13 以降順次到着 
東京都、横田基地、福

島県等 
米エネルギー省 34 名 

PNNL2 名他 

6 中国 救助隊員 15 名 
3/13 到着 

岩手県大船渡市 
3/20 出国 

7 英国 

救助隊員 69 名 3/13 到着 
岩手県大船渡市、釜石

市 
プレス 8 名 3/19 出国 

救助犬 2 匹   

8 ニュージーランド 
先遣隊 7 名 3/13, 14 到着 

宮城県南三陸町 
救助隊員 45 名 3/19 出国 

9 

国連 

UNDAC 災害調整専門家 7 名 
3/13, 14 到着 

JICA 東京 
3/23 出国 

10 UNOCHA 災害調整専門家 3 名 
3/13, 14 到着 

JICA 東京 
4/2 出国 

11 メキシコ 
救助隊員等 12 名 3/14 到着 

宮城県名取市 
救助犬 6 匹 3/19 出国 

12 豪州 
救助隊員 75 名 3/14 到着 

宮城県南三陸町 
救助犬 2 匹 3/21 出国 

13 フランス 
救助隊員等 134 名 3/14 到着 宮城県名取市、 

（モナコ人 11 名を含む） 3/27 出国 青森県八戸市 

14 台湾 救助隊員 28 名 
3/14 到着 

宮城県名取市、岩沼市
3/19 出国 
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15 ロシア 

救助隊員 75 名 
3/14 到着 

宮城県石巻市 
3/22 出国 

救助隊員約 80 名 
3/16 到着 

宮城県石巻市 
3/22 出国 

16 モンゴル 救助隊員 12 名 
3/15 到着 

宮城県名取市、岩沼市
3/21 出国 

17 
国連世界食糧計画

（WFP） 

物流支援要員のべ 25 名（6 月 23

日現在 10 名が活動中） 
3/15 以降順次到着 

東京都、宮城県、岩手

県、福島県 

18 イタリア 調査隊員 6 名 
3/16 到着 

東京都 
3/21 までに順次出国 

19 インドネシア 
救助隊員 11 名 3/18 到着 宮城県気仙沼市、塩竈

市、石巻市 医療・事務員 4 名 3/27 出国 

20 南アフリカ 救助隊員 45 名 
3/18 到着 宮城県岩沼市、名取

市、石巻市、多賀城市 3/27 出国 

21 IAEA 

放射線計測専門家チーム 16 名 3/18 以降順次到着 

東京近辺、福島県 海洋放射線計測専門家 1 名 4/20 までに順次出国 

IAEA 国際支援調整官 1 名   

沸騰水型原子炉（BWR）専門家 3

名 

4/3, 7 到着 
東京都、福島県 

4/12 出国 

22 FAO/IAEA 
食品モニタリング専門家チーム 3 名 3/26 到着 福島県、茨城県、栃木

県、群馬県、東京都 （FAO 職員 1 名，IAEA 職員 2 名） 4/1 出国 

23 トルコ 救助隊員 32 名 

3/19 到着 拠点：宮城県利府町 

4/11 出国 
活動地：多賀城市、石

巻市、七ヶ浜町等 

24 イスラエル 医療支援チーム 53 名 
3/27 到着 拠点：宮城県栗原市 

4/11 出国 活動地：南三陸町 

25 インド 救援隊員 46 名 
3/28 到着 拠点：宮城県利府町 

4/8 出国 活動地：女川町 

26 ヨルダン 医療支援チーム 4 名 
4/25 到着 

福島県 
5/13 出国 

27 タイ 医療支援チーム２名×２チーム 
5/8，19 到着 

福島県 
6/4 出国 

28 スリランカ 
復旧支援チーム（災害管理省職員）

15 名 

5/12 到着 
宮城県石巻市 

6/4 出国 

（外務省作成資料） 

 

WIC-93


	01
	表紙（案なし）
	復興構想７原則
	目次
	白紙
	地図
	本文
	参考資料 目次
	①名簿
	②審議の経過
	③閣議決定
	④諮問
	⑤根拠法令

	02
	提言本文に使用する図表（案）
	図表01：津波防災地域・まちづくり
	図表02：防波堤・防潮堤、二線堤
	図表03
	図表07：粘り強い防潮堤イメージ
	図表08：防災集団移転促進事業
	図表09：土地利用規制の関連法について
	図表10：地域包括ケア
	図表11：農村コミュニティのイメージ
	図表12：漁港機能分担（沿岸漁業・地域）
	図表13：漁港機能分担（沖合遠洋漁港・水産基地）
	図表14：年間最適傾斜角の斜面日射量
	図表15：局所風況マップ
	図表16：スマートコミュニティ
	図表17：スマートビレッジ
	図表18：「特区」手法のメージ
	図表19：計画的避難区域

	03.pdf
	提言資料編に使用する図表（案）
	資料01（確認中）：1900年以降に発生した地震の規模の大きなもの10位
	資料02：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の概要＿改
	資料03：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震における津波の痕跡
	資料04：人的被害
	資料05：住家被害
	資料06：沿岸市町村の死者・行方不明者，建物被害数（岩手県・宮城県・福島県）
	資料07：救助等総数
	資料08：ライフライン・インフラ等の被害
	資料09：阪神・淡路大震災と東日本大震災の比較（0613時点）
	資料10：関東・阪神・東日本死因比較
	資料11：東日本大震災の被害額（数字入り）
	資料12：阪神・淡路大震災当時とのマクロ経済環境の違い
	資料13：避難区域等対象人口
	（修正版）資料14：海外からの救助隊等の受入れ


	Button3: 
	Button4: 
	Button2: 
	Button1: 


